
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正面側に開口する筺形の本体キャビネットと、
　本体キャビネットの開口部を開閉自在に塞ぐ前扉と、
　複数の図柄が表示された回転リール及びこの回転リールを回転させるための駆動モータ
を有するリールユニットと、
　前記回転リールの作動を制御するための主基板とを少なくとも有するスロットマシンで
あって、
　前記本体キャビネット部内に水平方向に設けられ、中央に 開口部を有
する載置枠を備え、
　支持体に少なくとも前記リールユニット及び主基板を設置した交換ユニットを、前記載
置枠に載せて本体キャビネットに固定し、かつ本体キャビネットから着脱自在に形成し、
　前記前扉は、上扉と下扉とから成り、
　前記上扉には係合部の一方が設けられるとともに、前記交換ユニットの枠体には、上扉
の係合部と回転自在に係合する他方の係合部が設けてあり、

　交換ユニットを本体キャビネットに収納した状態で、本体キャビネットの開口上部を上
扉で開閉可能に形成したことを特徴とする分離型スロットマシン。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
　この発明は、分離型スロットマシン、さらに詳しくは、遊技の部分を担当するリールユ
ニット及び主基板を交換ユニットとして、他の部分から分離可能に形成したスロットマシ
ンに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来のスロットマシンは、正面側に開口する筺形の本体キャビネットと、本体キャビネ
ットの開口部を開閉自在に塞ぐ前扉とから成り、本体キャビネットの内部に、リールユニ
ット、ホッパーユニット、遊技を司る基板等が固定設置され、全体が構成されていた。
【０００３】
　このような、従来のスロットマシンにおいては、遊技内容を変更する際には本体キャビ
ネットまるごと交換しなければならなかった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、上記した従来のスロットマシンにおいては、遊技内容を変更するための台交換
の際、遊技を担当しないホッパーユニット等も同時に交換されることとなり、交換に要す
る費用がかかるだけでなく、資源の無駄となっていたという問題点があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記した従来の技術の有する問題点に鑑みてなされたものであり、
その目的とするところは、資源の有効利用を図りつつ、経済性、機能性に優れた分離型ス
ロットマシンを提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　請求項に記載された発明は、上記した各目的を達成するためになされたものであり、各
発明の特徴点を図面に示した発明の実施の形態を用いて、以下に説明する。
　なお、かっこ内の符号は、発明の実施の形態において用いた符号を示し、本発明の技術
的範囲を限定するものではない。
【０００７】
　（特徴点）
　（請求項１）
　請求項１記載の発明は、次の点を特徴とする。
　すなわち、請求項１記載の発明は、正面側に開口する筺形の本体キャビネット (１ )と、
本体キャビネット (１ )の開口部 (11)を開閉自在に塞ぐ前扉 (３ )と、複数の図柄が表示され
た回転リール (23)及びこの回転リール (23)を回転させるための駆動モータを有するリール
ユニット 22と、前記回転リール (23)の作動を制御するための主基板とを少なくとも有する
スロットマシンであって、前記本体キャビネット (1)部内に水平方向に設けられ、中央に

開口部を有する載置枠 (17)を備え、支持体としての枠体 (21)に少なくと
も前記リールユニット (22)及び主基板を設置した交換ユニット (２ )を、前記載置枠 (17)に
載せて本体キャビネット (1)に固定し、かつ本体キャビネット (1)から着脱自在に形成して
ある。
【０００８】
　さらに、前記前扉 (３ )は、上扉 (30)と下扉 (40)とから成り、前記上扉 (30)には係合部 (
６ )の一方が設けられるとともに、前記交換ユニット (２ )の枠体 (21)には、上扉 (30)の係
合部 (６ )と回転自在に係合する他方の係合部 (６ )が設けてあり、

交換ユニット (
２ )を本体キャビネット (１ )に収納した状態で、本体キャビネット (１ )の開口上部 (13)を
上扉 (30)で開閉可能に形成したことを特徴とする。
【０００９】
　本発明は、分離型スロットマシンとして、リールユニット (22)及び主基板を最低限交換
可能に形成したものである。
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　前記交換ユニット (２ )は、枠体 (21)及びリールユニット (22)及び主基板とから構成され
ているが、他の構成部品、例えば、遊技メダルを貯留すると共に払い出すためのホッパー
ユニット (５ )や、スロットマシンに電源を入れるため電源装置や、演出を制御するための
副基板などが含まれていてもよい。
【００１０】
　枠体 (21)は、本体キャビネット内部に固定するためのものであり、さらに、リールユニ
ット (22)及び主基板を一体的に取り扱い可能とするものである。この枠体 (21)は、リール
ユニット (22)及び主基板 (25)等の機器を設置することが可能な強度を有する枠状の構造体
であれば良いものであり、具体的には、例えば、図１に示すように、直方体状の枠構造か
らなる金属枠のようなものを含むものである。そして、枠体 (21)の内部には、複数の仕切
り等を設けて、主基板 (25)等を配置しやすくしても良いものである。枠体 (21)は、載置枠
(17)上に載置され、例えばクリップなどの固定装置 (10)により本体キャビネット内部に固
定されると共に、固定装置 (10)を解除することにより、本体キャビネット (１ )から取り出
し可能となっている。
【００１１】
　前記載置枠 (17)は、本体キャビネット (1)の内部に水平方向に渡した方形の枠状体であ
り、交換ユニット (2)を載置可能に形成されていれば良いものであり、特に材質形状を限
定するものではない。例えば、木質からなる枠状の木枠でもよく、また、アングル材や鋼
管等を方形に組み合わせて枠状としたものであってもよい。
【００１２】
　また、ここで、「交換ユニット (2)を、前記載置枠 (17)に載せ」とは、交換ユニット (2)
の重量を載置枠 (17)により支持していることであって、交換ユニット (2)の上下方向の位
置決めは、載置枠 (17)により決定されていることを意味するものである。
　以上のように形成することにより、交換ユニット (2)の重量により、交換ユニット (2)の
上下方向のぶれを抑えることができる。そして、交換ユニット (2)を載置枠 (17)に載せる
だけで、交換ユニット (2)の上下方向の位置決めを終了させることができる。このため、
本体キャビネット (1)にボルトやねじ等の固定治具を介して、直接、交換ユニット (2)を本
体キャビネット (1)に取り付けるようなものと比較して、交換ユニット (2)を簡単に取り付
けることができ、交換ユニット (2)の交換作業を容易なものにすることができる。
【００１３】
　前記前扉 (３ )は、本体キャビネット (１ )の開口部 (11)を開塞自在に取り付けられており
、扉を閉めるとスロットマシンの正面構造となるように形成されているものである。すな
わち、回転リール (23)を見ることができる表示窓 (32)や、スロットマシンを操作するため
の操作部 (41)等を設けることができるものである。なお、この前扉 (３ )は、本体キャビネ
ット (１ )に固定されていてもよいし、分離可能に形成されていてもよい。
　さらにまた、この前扉 (３ )は、上扉 (30)、下扉 (40)に二分割してあり、係合部 (６ )を介
して交換ユニット (２ )の枠体 (21)に回転自在に取り付けられている。
【００１４】
　前記主基板は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＰＵ等を有し、主として、当選の抽選や回転リール
(23)の停止制御など遊技を制御するものである。そして、これを交換すると遊技内容を変
更することができる。
　また、遊技内容を変更すると、回転リール (23)の図柄や図柄配置を変更する必要もある
ことから、リールユニット (22)も主基板とセットで交換できるようにしたものである。リ
ールユニット (22)は、表面に複数の図柄が表示される回転リール (23)を複数（例えば３個
）有し、各回転リール (23)の回転軸にはこれらを回転させるための駆動モータがそれぞれ
設けられている。
【００１５】
　本発明によれば、遊技内容を変えたいときには、遊技内容を変更する場合には、上扉 (3
0)を開けて交換ユニット (２ )を取り外し、新しい交換ユニット (２ )を取り付ければ、ホッ
パーユニット (５ )など、遊技内容に直接関係ない部品はそのまま利用することができる。
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さらに、上扉 (30)をのみを交換して下扉 (40)は交換せずにそのまま利用することがてきる
。
　ところで、本発明に係る分離型スロットマシンは、以下のように形成してもよい。
【００１６】
　すなわち、前記上扉 (30)の係合部 (６ )は、あらかじめ交換ユニット (２ )の係合部 (６ )に
係合固定されているものとすることができる。このように形成することにより、上扉 (30)
と交換ユニット (２ )は一緒に梱包輸送され、設置時も一体ものとして取り扱うことができ
る。すなわち、交換ユニット (２ )を取り替えるときには必然的に上扉 (30)も取り替えられ
ることとなる。
【００１７】
　また、前記上扉 (30)は、前記交換ユニット (２ )の枠体 (21)にロックされるロック機構 (
７ )を有し、交換ユニット (２ )が本体キャビネット (１ )に収納固定された状態で、上扉 (30
)をロックすることにより、本体キャビネット (１ )の開口上部 (13)が施錠されるように形
成することができる。このように形成することにより、交換ユニット (２ )を本体キャビネ
ット (１ )内部に収納固定して、上扉 (30)を閉めロックすると、上扉 (30)は交換ユニット (
２ )を介して間接的に本体キャビネット (１ )に固定されることとなり、本体キャビネット (
１ )の開口上部 (13)を施錠するものとなる。
【００１８】
　また、前記下扉 (40)に、着脱自在に形成した前パネル (50)を取り付けてもよい。このよ
うに形成することにより、遊技変更に際し、前パネル (50)のみを交換して下扉 (40)を交換
することなくそのまま利用することができる。
　さらに、本発明に係る分離型スロットマシンは、前記本体キャビネット (1)内部に横方
向に渡した載置枠 (17)と、前記本体キャビネット (1)の載置枠 (17)の上側の開口上部 (13)
を開閉自在に塞ぐ上扉 (30)と、前記本体キャビネット (1)の載置枠 (17)の下側の開口下部 (
14)を開閉自在に塞ぐ下扉 (40)と、複数の図柄が表示された回転リール (23)及びこの回転
リール (23)を回転させるための駆動モータを有するリールユニット (22)と、遊技メダルを
払い出すためのホッパーユニット (5)と、前記回転リール (23)及びホッパーユニット (5)の
作動を制御するための主基板 (25)と、電源装置とを少なくとも有するものとし、支持体に
少なくとも前記リールユニット (22)及び主基板 (25)を設置した交換ユニット (2)を、前記
載置枠 (17)に載せたものとすることができる。
【００１９】
　ここで、前記主基板 (25)は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＰＵ等を有し、主として、当選の抽選
や回転リール (23)の停止制御など遊技を制御するものである。そして、これを交換すると
遊技内容を変更することができる。
　前記電源装置は、電源基板や操作スイッチ等からなり、電源ユニット (4)として形成す
ることができる。
【００２０】
　また、ここで、「交換ユニット (2)を、前記載置枠 (17)に載せた」とは、交換ユニット (
2)の重量を載置枠 (17)により支持していることであって、交換ユニット (2)の上下方向の
位置決めは、載置枠 (17)により決定されていることを意味するものである。
【００２１】
　以上のように形成することにより、交換ユニット (2)の重量により、交換ユニット (2)の
上下方向のぶれを抑えることができる。そして、交換ユニット (2)を載置枠 (17)に載せる
だけで、交換ユニット (2)の上下方向の位置決めを終了させることができる。このため、
本体キャビネット (1)にボルトやねじ等の固定治具を介して、直接、交換ユニット (2)を本
体キャビネット (1)に取り付けるようなものと比較して、交換ユニット (2)を簡単に取り付
けることができ、交換ユニット (2)の交換作業を容易なものにすることができる。
　（旧００２０削除）
【００２２】
　また、前記載置枠 (17)及び前記交換ユニット (2)のいずれか一方には、前記載置枠 (17)
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及び前記交換ユニット (2)のいずれか他方に向かって開口する開口孔部 (101)を備え、前記
載置枠 (17)及び前記交換ユニット (2)のいずれか他方には、前記開口孔部 (101)側に向かっ
て突出して、前記開口孔部 (101)に差し込み可能なガイド突起部 (102)を備えるものとする
ことができる。
【００２３】
　このように形成すれば、交換ユニット (2)を載置枠 (17)の上に載せる際、載置枠 (17)及
び交換ユニット (2)のいずれか一方に設けた開口孔部 (101)に、載置枠 (17)及び交換ユニッ
ト (2)のいずれか他方に設けたガイド突起部 (102)を差し込むことにより、両者の位置決め
を、容易に行うことができる。これにより、交換ユニット (2)を載置枠 (17)に載せる位置
を容易に得ることができ、交換ユニット (2)の取り付け位置を案内することが可能となり
、交換ユニット (2)の取り付け作業を容易に行うことができる。
【００２４】
　また、上記分離型スロットマシンは、その内部に前記交換ユニット (2)を固定するため
のロック手段 (120)を備え、前記ロック手段 (120)は、前記交換ユニット (2)と、前記本体
キャビネット (1)との間に設けたものとすることができる。このように形成することによ
り、ロック手段 (120)を介して、交換ユニット (2)と本体キャビネット (1)とを固定するこ
とができ、交換ユニット (2)をスロットマシンの内部に固定することができる。
【００２５】
　また、前記ロック手段 (120)は、前記交換ユニット (2)の左右側面と、それに対応する前
記本体キャビネット (1)の内部側面との間に設けてもよい。このように形成することによ
り、ロック手段 (120)を介して、交換ユニット (2)の左右側面と、それに対応する本体キャ
ビネット (1)の内部側面とを固定することができ、交換ユニット (2)の左右をスロットマシ
ンの内部に固定することができる。そして、交換ユニット (2)の相対する面である左右側
面を、本体キャビネット (1)に固定しているため、交換ユニット (2)の所定の一面で固定す
るようなものと比較して、しっかりと固定することができる。
【００２６】
　なお、前記分離型スロットマシン (Ｓ )は、その内部に前記交換ユニット (2)を固定する
ためのロック手段 (120)を備え、前記ロック手段 (120)は、前記交換ユニット (2)と、前記
載置枠 (17)との間に設けたものとすることができる。このように形成することにより、ロ
ック手段 (120)を介して、交換ユニット (2)と載置枠 (17)とを固定することができ、交換ユ
ニット (2)をスロットマシンの内部に固定することができる。
【００２７】
　本発明に係る分離型スロットマシン (S)は、前記上扉 (30)の下部に回転可能なローラー (
210)を固定し、前記ローラー (210)を案内するローラーガイド (220)を前記本体キャビネッ
ト (1)の開口上部 (13)の内部に設けたものとすることができる。
　ここで、前記ローラーガイド (220)は、その上面を前記ローラー (210)が回転しながら移
動可能なものであって、ローラー (210)を所定方向に案内するためのものである。一組の
ローラー (210)及びローラーガイド (220)の取り付け箇所は、１箇所に限定されるものでは
なく、取り付け場所も限定されるものではない。
【００２８】
　このように形成することにより、上扉 (30)の下部に固定されたローラー (210)が、本体
キャビネット (1)の開口上部 (13)の内部に設けたローラーガイド (220)の上を転がりながら
移動することができる。このため、上扉 (30)により本体キャビネット (1)の載置枠 (17)の
上側の開口上部 (13)を開閉する際、摩擦抵抗を抑えることができ、スムーズに上扉 (30)を
開方向又は閉方向に移動させることができる。また、ローラーガイド (220)は、ローラー (
210)を案内するとともに支持している。このため、ローラー (210)を有する上扉 (30)を、
ローラーガイド (220)を有する本体キャビネット (1)の開口上部 (13)の内部の上下方向の適
正位置に配置することができる。これにより、ローラー (210)をローラーガイド (220)に載
せるだけで、上扉 (30)の上下方向の位置決め作業を終了させることができる。これらによ
り、上扉 (30)の取付作業や、その後の開閉作業を確実且つ容易に行うことができる。

10

20

30

40

50

(5) JP 3761823 B2 2006.3.29



【００２９】
　また、本発明に係る分離型スロットマシン (S)は、前記上扉 (30)の下部に固定されて回
転可能なローラー (210)と、前記載置枠 (17)の上面に、上扉 (30)の開閉方向に沿って前記
ローラー (210)を案内するとともに支持可能なローラーガイド (220)とを備えたものとする
ことができる。
　このように形成することにより、上扉 (30)の下部に固定されたローラー (210)が、載置
枠 (17)の上面に形成されたローラーガイド (220)の上を転がりながら移動することができ
る。このため、上扉 (30)により本体キャビネット (1)の載置枠 (17)の上側の開口上部 (13)
を開閉する際、上扉 (30)と載置枠 (17)との間の摩擦抵抗を抑えることができ、スムーズに
上扉 (30)を開方向又は閉方向に移動させることができる。また、ローラーガイド (220)は
、ローラー (210)を案内するとともに支持している。このため、ローラー (210)を有する上
扉 (30)を、ローラーガイド (220)を有する載置枠 (17)の上下方向の適正位置に配置するこ
とができる。これにより、ローラー (210)をローラーガイド (220)に載せるだけで、上扉 (3
0)の上下方向の位置決め作業を終了させることができる。これらにより、上扉 (30)の取付
作業や、その後の開閉作業を確実且つ容易に行うことができる。
【００３０】
　さらに、本発明に係る分離型スロットマシン (S)は、前記上扉 (30)の下部に固定されて
回転可能なローラー (210)と、前記交換ユニット (2)を前記本体キャビネット (1)に固定し
た際に、前記交換ユニット (2)の前記支持体に、前記上扉 (30)の開閉方向に沿って前記ロ
ーラー (210)を案内するとともに支持可能なローラーガイド (220)とを備えたものとするこ
とができる。
【００３１】
　このように形成することにより、支持体（例えば、枠体 (21)）を有する交換ユニット (2
)を本体キャビネット (1)に固定した後、上扉 (30)の下部に固定されたローラー (210)が、
交換ユニット (2)の支持体に設けたローラーガイド (220)の上を転がりながら移動すること
ができる。このため、上扉 (30)により本体キャビネット (1)の載置枠 (17)の上側の開口上
部 (13)を開閉する際、上扉 (30)と支持体との間の摩擦抵抗を抑えることができ、スムーズ
に上扉 (30)を開方向又は閉方向に移動させることができる。また、ローラーガイド (220)
は、ローラー (210)を案内するとともに支持している。このため、ローラー (210)を有する
上扉 (30)を、ローラーガイド (220)を有する支持体の上下方向の適正位置に配置すること
ができる。これにより、ローラー (210)をローラーガイド (220)に載せるだけで、上扉 (30)
の上下方向の位置決め作業を終了させることができる。これらにより、上扉 (30)の取付作
業や、その後の開閉作業を確実且つ容易に行うことができる。
【００３２】
　また、このように形成した場合、ローラーガイド (220)を本体キャビネット (1)や載置枠
(17)に設けるものと比較して、ローラー (210)を設けた上扉 (30)と、ローラーガイド (220)
を設けた交換ユニット (2)との両者間の上下方向の位置精度を、向上させることができる
。これにより、上扉 (30)と、交換ユニット (2)内部の回転リール (23)を有するリールユニ
ット (22)との位置精度を、向上させることができる。したがって、回転リール (23)を上扉
(30)に対して正確な位置に配置することができ、回転リール (23)の設置位置が、上扉 (30)
に対してずれることを回避することができる。
【００３３】
　さらに、本発明に係る分離型スロットマシン (S)は、前記上扉 (30)の下部に固定されて
回転可能なローラー (210)と、前記本体キャビネット (1)の内面に、上扉 (30)の開閉方向に
沿って前記ローラー (210)を案内するとともに支持可能なローラーガイド (220)とを備えた
ものとすることができる。このように形成することにより、上扉 (30)の下部に固定された
ローラー (210)が、本体キャビネット (1)の内面に形成されたローラーガイド (220)の上を
転がりながら移動することができる。このため、上扉 (30)により本体キャビネット (1)の
載置枠 (17)の上側の開口上部 (13)を開閉する際、上扉 (30)と本体キャビネット (1)との間
の摩擦抵抗を抑えることができ、スムーズに上扉 (30)を開方向又は閉方向に移動させるこ
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とができる。また、ローラーガイド (220)は、ローラー (210)を案内するとともに支持して
いる。このため、ローラー (210)を有する上扉 (30)を、ローラーガイド (220)を有する本体
キャビネット (1)の上下方向の適正位置に配置することができる。これにより、ローラー (
210)をローラーガイド (220)に載せるだけで、上扉 (30)の上下方向の位置決め作業を終了
させることができる。これらにより、上扉 (30)の取付作業や、その後の開閉作業を確実且
つ容易に行うことができる。
【００３４】
　また、本発明に係る分離型スロットマシン (S)は、前記下扉 (40)の下部に固定されて回
転可能なローラー (210)と、前記本体キャビネット (1)の内面に、下扉 (40)の開閉方向に沿
って前記ローラー (210)を案内するとともに支持可能なローラーガイド (220)とを備えたも
のとすることができる。
　このように形成することにより、下扉 (40)の下部に固定されたローラー (210)が、本体
キャビネット (1)の内面に形成されたローラーガイド (220)の上を転がりながら移動するこ
とができる。このため、下扉 (40)により本体キャビネット (1)の載置枠 (17)の下側の開口
下部 (14)を開閉する際、下扉 (40)と本体キャビネット (1)との間の摩擦抵抗を抑えること
ができ、スムーズに下扉 (40)を開方向又は閉方向に移動させることができる。また、ロー
ラーガイド (220)は、ローラー (210)を案内するとともに支持している。このため、ローラ
ー (210)を有する下扉 (40)を、ローラーガイド (220)を有する本体キャビネット (1)の上下
方向の適正位置に配置することができる。これにより、ローラー (210)をローラーガイド (
220)に載せるだけで、下扉 (40)の上下方向の位置決め作業を終了させることができる。こ
れらにより、下扉 (40)の取付作業や、その後の開閉作業を確実且つ容易に行うことができ
る。
【００３５】
　さらに、本発明に係る分離型スロットマシン (S)は、前記本体キャビネット (1)の内部に
、前記開口を上下二つの開口に仕切る載置枠 (17)を取り付け、前記載置枠 (17)上側が形成
する開口上部 (13)を開閉自在に塞ぐ上扉 (30)と、前記載置枠 (17)下側が形成する開口下部
(14)を開閉自在に塞ぐ下扉 (40)とを設け、前記載置枠 (17)上側には、少なくとも前記リー
ルユニット (23)及び主基板を交換可能に配置し、前記載置枠 (17)下側には、少なくとも前
記ホッパーユニット (５ )及び設定変更など店が遊技機の特性を変更するための操作装置を
固定し、前記上扉 (30)は、本体キャビネット (１ )の開口上部 (13)を施錠可能に形成すると
共に、前記下扉 (40)は、本体キャビネット (1)の開口下部 (14)を施錠可能に形成し、前記
上扉 (30)の解錠手段は、前記下扉 (40)の解錠手段とは別個に設けたものとすることができ
る。
【００３６】
　前記ホッパーユニット (５ )及び操作装置は、メダル詰まり等のトラブル解消や、遊技機
の電源スイッチを入れる等、ホールの従業員により頻繁に操作する必要がある一方、前記
主基板については、逆に特定の人でなければ操作できないようにすることが望ましい。上
記のように形成すれば、頻繁に扉を開ける必要のある開口下部 (13)と、重要部品の収納さ
れた開口上部 (14)とを別個に施錠し、かつ別個に解錠することができる。
【００３７】
　また、前記下扉 (40)を、外部から解錠可能に形成し、前記上扉 (30)は、前記下扉 (40)を
解錠しなければ解錠不能であるように形成することができる。
　このように形成すれば、上扉 (30)の解錠条件を下扉 (40)の解錠とすることができる。
　そして、前記上扉 (30)は、遊技場の集中管理システムによる指令に基づいて解錠される
ように形成することができる。
【００３８】
　ここで、「遊技場の集中管理システムによる・・解錠」とは、例えば、各スロットマシ
ンの解錠手段をホールコンピュータの管理下におくもの、すなわち、ホールコンピュータ
を操作し解錠指令を出さなければ、解錠することができないようにするものである。なお
、前記集中管理システムは、下扉 (30)の解錠についても管理可能であってもかまわない。
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【００３９】
　このように形成すれば、遊技場の集中管理システムの解錠指令が無いと、たとえ下扉 40
が解錠されており、上扉 (30)の解錠手段が操作可能な状態にあったとしても、上扉 30を解
錠することができないようにすることができる。
【００４０】
　ところで、上記分離型スロットマシン (S)の、載置枠 (17)の下面には、少なくとも、設
定変更など店が遊技機の特性を変更するための操作装置 (９ )を取り付け、前記載置枠 (17)
の下方には、少なくとも、前記ホッパーユニット (５ )を固定するものとすることができる
。前記操作装置 (９ )には、遊技機の設定変更をするための店操作部 (100)を設けることが
できる。なお、操作装置 (９ )は、載置枠 (17)の下面に固着されていてもよいし、着脱可能
に取り付けられていてもよい。
【００４１】
　このように形成することにより、操作が頻繁に行われる部分と、できるだけ外部から遮
断したい部分とを別々に配置し、かつそれぞれを別個の扉にて閉鎖することができる。
　また、この場合、前記載置枠 (17)の下面に、電源装置 (８ )を取り付けてもよい。このよ
うに形成すれば、電源装置 (８ )と、前記操作装置 (９ )とが近接して配置されることから、
電源スイッチの操作及び設定変更スイッチの操作をより能率的に行うことができる。加え
て、下扉 (40)を全開しなくとも設定変更等の操作をすることができる。
【００４２】
　さらに、本発明に係る分離型スロットマシン (S)は、前記上扉（ 30）の下扉（ 40）側端
部に、下扉（ 40）の上扉（ 30）側端部の裏面にまで達する隠し部（ 34）を設けたものとす
ることができる。
　ここで、「隠し部（ 34）」は、上扉（ 30）と一体的に形成してもよく、また、上扉（ 30
）とは別個に形成し、例えばビス等を用いて、上扉（ 30）に固定してもよい。また、「隠
し部（ 34）」は、プラスチックによって形成してもよく、また、金属によって形成しても
よい。このように形成することにより、リールユニット（ 22）及び主基板等の交換を容易
にしつつも、上扉（ 30）と下扉（ 40）との間の隙間からドライバー等の工具等を挿入され
にくくすることができ、これにより、主基板等にいたずら等をされにくくすることができ
るのである。
【００４３】
　なお、前記隠し部（ 34）は、金属によって形成することができ、上扉と一体的に形成し
することもできる。
【００４４】
【発明の実施の形態】
　本発明の参考発明の実施の形態及び本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。
　（第一の参考発明の実施の形態）
　（図面の説明）
　図１乃至図８は、本発明の第一の参考発明の実施の形態を示すものである。
【００４５】
　図１及び図２は分離型スロットマシンを示す分解斜視図、図３及び図４は係合部６を示
す斜視図、図５はロック機構７を示す断面図、図６及び図７は前パネル 50の取り付けを示
す図、図８は本発明の他の実施の形態を示す図である。
　本実施の形態における分離型スロットマシンは、図１に示すように、大きく分けて、正
面側に開口部 11を有する本体キャビネット１、本体キャビネット１内部に着脱自在に設け
られる交換ユニット２、本体キャビネット１の開口上部 13を開閉可能に塞ぐ上扉 30、本体
キャビネット１の開口下部 14を開閉可能に塞ぐ下扉 40とから構成されている。
【００４６】
　（本体キャビネット１）
　本体キャビネット１は、底板 15及び側板 16及び天板及び裏板からなる正面側に開口する
筺体であり、高さ方向略中央部には、二つの側板 16の間に水平方向に中板 12が設けられて
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いる。そして、この中板 12の下面には電源ユニット４が設けられ、底板 15にはホッパーユ
ニット５が固定されている。
【００４７】
　ここで、電源ユニット４は、中板 12の下面に、取り付け板等を介して取り付けられてお
り、特に図示しないが電源装置が内装されていると共に、遊技店側が種々の設定を行うた
めのスイッチ等、店操作部 100を有している。
　上記電源ユニット４及びホッパーユニット５は、交換ユニット２の交換に際し、必ずし
も交換する必要のないものであり、交換時には設置されたままにしておけるようになって
いるものである。
【００４８】
　また、側板 16の正面左側の下部には、前記下扉 40を係合させ、回転自在に支持するため
の本体係合部 62が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
　さらに、本体係合部 62の対向側の側板 16には、下扉 40を閉めた際、下扉 40をロックする
ための突出片 90（ロック機構７）が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
【００４９】
　（交換ユニット２）
　交換ユニット２は、種々の部品を設置あるいは固定するための支持体としての枠体 21と
、この枠体 21に固定されたリールユニット 22及び基板ユニット 24とから形成されている。
　ここで、リールユニット 22は、周囲に複数の図柄を表示した複数の回転リール 23と、特
に図示しないが、回転リール 23を回転させるための駆動モータを有している。また、前記
基板ユニット 24には、遊技及びスロットマシンの作動を制御するための主基板と、各種演
出を行うための副基板が含まれている。
　前記枠体 21の正面左側の縦枠には、前記上扉 30を回転自在に係合するための枠体係合部
60が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
【００５０】
　さらに、枠体係合部 60の対向側の縦枠には、上扉 30を閉めた際、上扉 30をロックするた
めの突出片 90（ロック機構７）が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
　交換ユニット２は、本体キャビネット１の中板 12の上に乗せ、開口上部 13内部に収納さ
れるものである。そして、固定装置 10により本体キャビネット１に固着される。
【００５１】
　（上扉 30）
　上扉 30は、交換ユニット２の枠体 21に回転自在かつロック可能に形成されている板状の
扉であり、略中央部に前記回転リール 23の図柄を正面側から見ることができる図柄表示窓
31を有し、周囲に飾り部 33を設けてある。そして、種々の表示を行うための表示装置 32が
設けられているものである。
【００５２】
　ここで、前記飾り部 33は、ランプ等により形成しても良く、入賞の報知その他の演出時
にランプが点滅するようにしてもよい。また、前記表示装置 32は、７セグメントＬＥＤ等
により数字を表示するものや、特に図示しないが、画像を表示するための液晶画面あるい
はＣＲＴなどとしてもよい。
　さらに、図２に示すように、上扉 30の裏面には、前記枠体係合 60部に係合可能な上扉係
合部 61が上下方向に間隔をおいて二つ設けられており、上扉係合部 61の対向側には、ロッ
ク機構７が設けられている。
【００５３】
　（下扉 40）
　下扉 40は、本体キャビネット１の開口下部 14を塞ぐための、上扉 30よりも幅厚の扉であ
り、本体キャビネット１の側板 16に回転自在かつロック可能に形成されているものである
。
　下扉 40の上部は、スロットマシンを作動させるための操作部 41となっており、下扉 40の
上面は、閉扉時においては、上扉 30よりも前側に突出するようになっている。また、下部

10

20

30

40

50

(9) JP 3761823 B2 2006.3.29



には払い出されたメダルを溜めておくためのメダル受け 43が形成されており、下扉 40の略
中央部には、遊技内容その他の表示をするための前パネル 50が嵌め込まれている。
【００５４】
　前記操作部 41としては、下扉 40の上面右端にはメダル投入口 42及び上面左側に設けられ
たベットスイッチ、正面側にはスタートスイッチ及びストップスイッチ及び鍵穴 44が設け
られている。なお、ベットスイッチとは、貯留メダルをメダル投入に代えるためのもので
あり、スタートスイッチ及びストップスイッチは、回転リール 23の回転を開始及び停止さ
せるためのものである。また、鍵穴 44は、前扉３を解錠するためのものであり、この穴に
所定の鍵を差し込んで回すと、下扉 40のロックが解除されるものである。
【００５５】
　さらに、図２に示すように、下扉 40の裏面側には、前記メダル投入口 42から投入された
メダルを誘導しながらメダルの正偽を判断するためのメダルセレクター 48が設けられてい
る。そして、下扉 40の裏面下部の左右には、種々の音声を出力するためのスピーカ 49が設
けられている。
　また、下扉 40の裏面には、前記本体係合部 62と係合可能な下扉係合部 63が上下方向に間
隔をおいて二つ設けられており、下扉係合部 63の対向側には、ロック機構７が設けられて
いる。
【００５６】
　（上扉 30と交換ユニット２の係合及び前パネル 50の交換）
　ここで、本実施の形態の要点となる部分について、図面に基づき詳細に説明する。
　まず、上扉 30と交換ユニット２の係合及びロックの詳細について説明する。
　図３は、交換ユニット２に上扉 30を回転自在に係合する係合部６の詳細を示すものであ
る。
【００５７】
　図３に示すように、交換ユニット２の枠体係合部 60は、枠体 21の縦枠から正面側に突出
する張り出し部 65と、この張り出し部 65の先端に設けられたピン 67とからなり、縦枠に上
下方向に一定の間隔を置いて並設されている。
　一方、上扉 30の裏面には、水平方向に突出する板状の張り出し部 66にピン穴 68を有する
上扉係合部 61が、前記枠体係合部 60に対応するように設けられている。この上扉係合部 61
は、ピン穴 68を前記ピン 67に向かって下方向から挿入すると、板状の張り出し部 66がピン
67の段差部分に引っかかり、枠体係合部 60と回転自在に係合されるものである。
【００５８】
　なお、上扉係合部 61は、図４に示すような形状としても良い。すなわち、張り出し部 66
の先端を筒状に形成し、これをピン穴 68とするものである。
　ところで、上扉 30と交換ユニット２は、枠体係合部 60と上扉係合部 61を固着しないで分
離可能としてもよいが、係合部６を予め固定しておくようにしても良い。すなわち、搬送
時、取り付け時において、上扉 30と交換ユニット２を一体にして扱えるようにするもので
ある。というのは、遊技の変更に伴い、例えば回転リール 23の数を変更したり、表示装置
32の種類を変更する場合もあり、このようなときには上扉 30の形状も変える必要があるの
で、上扉 30と交換ユニット２は同時に交換される頻度が高いのである。このように形成す
れば、台交換の際、上扉 30と交換ユニット２を同時に取り外し又は取り付けできるので、
作業の手間を省くことができる。
【００５９】
　次に、ロック機構７の詳細を、図２及び図５に基づき説明する。
　ロック機構７は、上扉 30及び下扉 40の裏面側部に設けられた固定部 70及び可動部 80、本
体キャビネット１及び交換ユニット２に設けられた突出片 90とから構成されている。ここ
で、上扉 30及び下扉 40のロック機構７の構造は、基本的には同様であり、下扉 40のロック
機構７は、鍵穴 44に所定の鍵を差し込んで解錠するようになっているが、上扉 30のロック
機構７は外側から解錠することができず、下扉 40が開いているときにロック解除可能とな
っている点が異なるものである。ここでは、上扉 30のロック機構７について詳述する。
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【００６０】
　図５は、施錠時のロック機構７を示すものである。ロック機構７は、上扉 30の裏板に固
定された固定部 70と、固定部 70に上下方向に摺動可能に取り付けられた可動部 80を有する
。固定部 70は可動部 80を支持するためのものであり、可動部 80は、枠体 21に設けられた突
出片 90に係合し上扉 30と交換ユニット２とをロックし又はロック解除するためのものであ
る。
【００６１】
　ここで、突出片 90は本体キャビネット１に設けることもできるが、上扉 30は交換ユニッ
ト２に取り付けられていることから、交換ユニット２の交換に伴い上扉 30のロック機構７
と本体キャビネット１の突出片 90とに微妙なズレが生じることもあり得る。これはロック
部のがたつきの原因となり、このようにがたつきのある扉は工具などを使用して外部から
こじ開けられないとも限らない。従って、確実にロックされるために、交換ユニット２の
枠体 21に設けるのが望ましいのである。
【００６２】
　固定部 70には、ピン 73及びストッパー 71が設けられており、これらで可動部 80を支持し
ている。さらに、固定部 70と可動部 80との間に取り付けられたバネ 72が、可動部 80を常に
上方向に引き上げるようにはたらいており、一方可動部 80には段部 83が設けられ、この段
部 83がストッパー 71に当接して可動部 80を係止している。
【００６３】
　そして、可動部 80には、斜辺 81aと溝部 81bを有する係止片 81が二つ設けられており、前
記溝部 81bに突出片 90が引っかかり、かつ前記バネ 72が可動部 80を上方向に引っ張ってい
るので、前扉 30と交換ユニット２とがロックされた状態となっているものである。
　また、前記可動部 80の下端には、ロックを解除するための解除つまみ 82が設けられてい
る。この解除つまみ 82を下に引っ張ると、係止片 81の溝部 81bから突出片 90が外れ、ロッ
クが解除される。なお、解除つまみ 82は、下扉 40を開けないと操作できないようになって
いる。
【００６４】
　さらに、開いた状態の上扉 30を閉めるときには、係止片 81の斜辺 81aが突出片 90に当接
し、さらに扉を閉める方向に押すと可動部 80は徐々に下に下がっていく。そしてさらに扉
を閉める方向に押すと、可動部 80がバネ 72により上方向に引っ張られているので、ついに
は突出片 90が斜辺 81aを乗り越えるような形で溝部 81bに嵌り込み、係止片 81は突出片 90に
係止される。すなわち、扉を閉めれば自動的にロックされるように形成されているのであ
る。
【００６５】
　以上のように形成されている上扉 30と交換ユニット２は、交換ユニット２を本体キャビ
ネット１に収納し固定した状態で前扉 30を閉めると、本体キャビネット１の開口上部 13を
塞ぐことができ、同時にロックされて開口上部 13を施錠することができる。
　続いて、前パネル 50の取り付け部分の詳細について、図６及び図７に基づき説明する。
前パネル 50は、遊技の説明等が書かれている場合には、遊技変更に際し変更する必要があ
り、遊技の説明等が書かれていない場合でも、上扉 30のデザインとそろいであることが多
いので、上扉 30を交換するとき同時に交換する必要がある。
【００６６】
　前パネル 50は、図６に示すように、上部に複数の凸部 51を有し、下部には複数の鉤部 52
が設けられている。一方、下扉 40の操作部 41の下方に設けられた開口部 400の上枠 46には
、前記凸部 51を嵌入可能な孔 46aが、下枠 47には前記鉤部 52を差込可能な切欠部 47aが形成
されている。
　そして、前パネル 50を下扉 40の開口部 400に嵌め込む時には、まず凸部 51を孔 46aに嵌め
入れ、それから鉤部 52を切欠部 47aに差し込んで押し込む。そうすると図７に示すように
、鉤部 52が下枠 47に引っかかり、前パネル 50が下扉 40に固定されるものである。また、前
パネル 50を取り外す場合には、下扉 40の裏側から鉤部 52を上方に引き上げて前パネル 50を
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正面側に押し出せば、簡単に外すことができる。
【００６７】
　以上のように構成された分離型スロットマシンＳについて、遊技内容変更のための台交
換は、以下のように行うことができる。
　第一に、交換ユニット２のみを取り替えることができる。すなわち、下扉 40を解錠して
から上扉 30のロックを解除し、上扉 30を開いて上方向に持ち上げ係合部６を外し、枠体 21
から上扉 30を取り外す。しかる後、固定装置 10を外し交換ユニット２を取り出す。そして
新たな交換ユニット２を本体キャビネット１に取り付け、先ほど外した上扉 30を取り付け
るものである。このような交換によれば、スロットマシンの外観をいっさい変えることな
く遊技内容を変更することができる。
【００６８】
　第二に、上扉 30及び交換ユニット２のみを取り替えることができる。すなわち、前記し
た手順において、新たな交換ユニット２を本体キャビネット１に取り付けたのち、新たな
上扉 30を取り付けるものである。このとき、交換ユニット２と上扉 30が一体に形成されて
いれば、作業効率がなおよい。このような交換によれば、遊技の変更に伴い回転リール 23
の数が変わったり、表示装置 32を変更しても、上扉 30の形状を同時に変えることができる
。
【００６９】
　第三に、上扉 30及び交換ユニット２及び前パネル 50のみを取り替えることができる。す
なわち、前記した手順に加え、下扉 40から前パネル 50を取り外し、新たな前パネル 50を取
り付けるものである。このような交換によれば、外観上前扉 30及び前パネル 50が変わるこ
とにより、最低限のパーツ交換であたかも全く異なるスロットマシンをホールに配置した
ような効果が得られる。
【００７０】
　このほか、外観のみを変化させたいときには上扉 30と前パネル 50のみを交換してもよい
し、場合によっては前パネル 50のみを交換することもできる。また、上扉 30、下扉 40、交
換ユニット２のすべてを交換しても、遊技に直接関係のない電源ユニット４やホッパーユ
ニット５を本体キャビネット１に残して、あたかもスロットマシンを一新したかのような
効果が得られる。
【００７１】
　なお、本実施の形態は、前扉が上下二分割されているものであったが、図８に示すよう
に、前扉３が一枚に形成されているものであってもよい。この場合には、係合部６及びロ
ック機構７の突出片 90は本体キャビネット１の側板 16に設けることとなる。
　（第二の参考発明の実施の形態）
　（図面の説明）
　図９乃至図１６は、本発明の第二の参考発明の実施の形態を示すものである。
【００７２】
　図９及び図１０は分離型スロットマシンを示す分解斜視図、図１１は開口孔部とガイド
突起部との概略斜視図、図１２は側面ロック手段の固定装置の外観斜視図、図１３は側面
ロック手段の概略平面図、図１４は底面ロック手段の概略斜視図、図１５は底面ロック手
段の概略正面図、図１６は底面ロック手段 122の概略平面図をそれぞれ示すものである。
【００７３】
　本実施の形態における分離型スロットマシンは、図９に示すように、大きく分けて、正
面側に開口部 11を有する本体キャビネット 1、本体キャビネット 1内部に着脱自在に設けら
れる交換ユニット 2、本体キャビネット 1の開口上部 13を開閉可能に塞ぐ上扉 30、本体キャ
ビネット 1の開口下部 14を開閉可能に塞ぐ下扉 40とから構成されている。
【００７４】
　（本体キャビネット 1）
　本体キャビネット 1は、底板 15、側板 16、天板及び裏板からなる正面側に開口する筺体
であり、高さ方向略中央部には、二つの側板 16の間に水平方向に中板 12が渡してある。そ
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して、この中板 12の下面には電源ユニット 4が設けられ、底板 15にはホッパーユニット 5が
固定されている。
【００７５】
　ここで、電源ユニット 4は、中板 12の下面に、取り付け板等を介して取り付けられてお
り、特に図示しないが電源装置が内装されていると共に、遊技店側が種々の設定を行うた
めのスイッチ等、店操作部 100を有している。
　上記電源ユニット 4及びホッパーユニット 5は、交換ユニット 2の交換に際し、必ずしも
交換する必要のないものであり、交換時には設置されたままにしておけるようになってい
るものである。
【００７６】
　また、側板 16の正面左側の下部には、前記下扉 40を係合させ、回転自在に支持するため
の本体係合部 62が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
　さらに、本体係合部 62の対向側の側板 16には、下扉 40を閉めた際、下扉 40をロックする
ための突出片 90（ロック機構７）が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
【００７７】
　（交換ユニット 2）
　交換ユニット 2は、種々の部品を設置あるいは固定するための支持体としての枠体 21と
、この枠体 21に固定されたリールユニット 22及び基板ユニット 24とから形成されている。
　ここで、リールユニット 22は、周囲に複数の図柄を表示した複数の回転リール 23と、特
に図示しないが、回転リール 23を回転させるための駆動モータを有している。また、前記
基板ユニット 24には、遊技及びスロットマシンの作動を制御するための主基板 25と、各種
演出を行うための副基板が含まれている。
【００７８】
　前記枠体 21の正面左側の縦枠には、前記上扉 30を回転自在に係合するための枠体係合部
60が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
　さらに、枠体係合部 60の対向側の縦枠には、上扉 30を閉めた際、上扉 30をロックするた
めの突出片 90（ロック機構７）が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
【００７９】
　交換ユニット 2は、本体キャビネット 1の中板 12の上に乗せ、開口上部 13内部に収納され
るものである。そして、固定装置 10により本体キャビネット 1に固着される。
　（上扉 30）
　上扉 30は、交換ユニット 2の枠体 21に回転自在かつロック可能に形成されている板状の
扉であり、略中央部に前記回転リール 23の図柄を正面側から見ることができる図柄表示窓
31を有し、周囲に飾り部 33を設けてある。そして、種々の表示を行うための表示装置 32が
設けられているものである。
【００８０】
　ここで、前記飾り部 33は、ランプ等により形成しても良く、入賞の報知その他の演出時
にランプが点滅するようにしてもよい。また、前記表示装置 32は、７セグメントＬＥＤ等
により数字を表示するものや、特に図示しないが、画像を表示するための液晶画面あるい
はＣＲＴなどとしてもよい。
　さらに、図１０に示すように、上扉 30の裏面には、前記枠体係合 60部に係合可能な上扉
係合部 61が上下方向に間隔をおいて二つ設けられており、上扉係合部 61の対向側には、ロ
ック機構７が設けられている。
【００８１】
　（下扉 40）
　下扉 40は、本体キャビネット 1の開口下部 14を塞ぐための、上扉 30よりも幅厚の扉であ
り、本体キャビネット 1の側板 16に回転自在かつロック可能に形成されているものである
。
　下扉 40の上部は、スロットマシンを作動させるための操作部 41となっており、下扉 40の
上面は、閉扉時においては、上扉 30よりも前側に突出するようになっている。また、下部
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には払い出されたメダルを溜めておくためのメダル受け 43が形成されており、下扉 40の略
中央部には、遊技内容その他の表示をするための前パネル 50が嵌め込まれている。
【００８２】
　前記操作部 41としては、下扉 40の上面右端にはメダル投入口 42及び上面左側に設けられ
たベットスイッチ、正面側にはスタートスイッチ及びストップスイッチ及び鍵穴 44が設け
られている。なお、ベットスイッチとは、貯留メダルをメダル投入に代えるためのもので
あり、スタートスイッチ及びストップスイッチは、回転リール 23の回転を開始及び停止さ
せるためのものである。また、鍵穴 44は、前扉 3を解錠するためのものであり、この穴に
所定の鍵を差し込んで回すと、下扉 40のロックが解除されるものである。
【００８３】
　さらに、図１０に示すように、下扉 40の裏面側には、前記メダル投入口 42から投入され
たメダルを誘導しながらメダルの正偽を判断するためのメダルセレクター 48が設けられて
いる。そして、下扉 40の裏面下部の左右には、種々の音声を出力するためのスピーカ 49が
設けられている。
　また、下扉 40の裏面には、前記本体係合部 62と係合可能な下扉係合部 63が上下方向に間
隔をおいて二つ設けられており、下扉係合部 63の対向側には、ロック機構７が設けられて
いる。
【００８４】
　以下に、特に本発明の要点となる部分について、図面に基づき詳細に説明する。
　（開口孔部 101及びガイド突起部 102）
前記交換ユニット 2には、中板 12に向かって開口する開口孔部 101が形成され、中板 12には
、交換ユニット 2に向かって突出するガイド突起部 102が形成されている。
【００８５】
　上記開口孔部 101は、交換ユニット 2の下面側の枠体 21に設けて、中板 12のガイド突起部
102に向かって開口するものである。この開口孔部 101は、具体的には、図１１に示すよう
に、交換ユニット 2の枠体 21の下面の背面側に左右２個、前後方向に向かって表裏に貫通
する後方開口孔部 104と、交換ユニット 2の枠体 21の下面の前面側に左右２個、前後方向に
向かって表裏に貫通する前方開口孔部 103とからなるものである。
【００８６】
　上記ガイド突起部 102は、中板 12に設けて、交換ユニット 2の枠体 21の開口孔部 101側に
向かって突出して、前記開口孔部 101に差し込み可能なものである。そして、前記中板 12
は、その背面側から上方に立設する細板状の後方位置決め板 107と、中板 12の前面側から
上方に立設する細板状の前方位置決め板 108とを備えている。この後方位置決め板 107及び
前方位置決め板 108は、後方位置決め板 107の前面と枠体 21の下部の後側の枠の背面とが接
触した状態で、前方位置決め板 108の前面と枠体 21の下部の前側の枠の背面とが接触する
ような位置に設定されている。また、前方位置決め板 108の両端には、枠体 21の左右両側
の枠部を通すことができるように切り欠かれた切り欠き部 109が形成されている。そして
、ガイド突起部 102は、具体的には、後方位置決め板 107の前面側の左右２箇所から前方向
に向かって突出する円錐状の後方ガイド突起部 106と、前方位置決め板 108の前面側の左右
２箇所から前方向に向かって突出する円錐状の前方ガイド突起部 105とからなるものであ
る。後方ガイド突起部 106の突出する長さは、前方ガイド突起部 105の突出する長さよりも
長くなるように形成されている。そして、中板 12から突出する２個の後方ガイド突起部 10
6が、枠体 21の２個の後方開口孔部 104に差し込み可能に設定されている。また、中板 12か
ら突出する２個の前方ガイド突起部 105が、枠体 21の２個の前方開口孔部 103に差し込み可
能に設定されている。
【００８７】
　交換ユニット 2の枠体 21を中板 12に載置する際には、枠体 21の下部の背面側の枠を中板 1
2の上に載置し、そのまま、中板 12の上面を後方側に向かって押し込む。その際、後方ガ
イド突起部 106の方が、前方ガイド突起部 105の方よりも、突出長さが長く設定されている
ため、先ず、最初に、後方位置決め板 107から突出する後方ガイド突起部 106の先端が、枠

10

20

30

40

50

(14) JP 3761823 B2 2006.3.29



体 21の後方開口孔部 104に入り込む。そして、そのまま枠体 21を後方に押し込むことによ
り、枠体 21が適正位置に案内されることとなる。その後、前方ガイド突起部 105の先端が
、枠体 21の前方開口孔部 103に入り込む。そして、後方位置決め板 107の前面と、前方位置
決め板 108の前面が枠体 21に当接することにより、所定の位置決めが完了することとなる
ものである。このように、開口孔部 101及びガイド突起部 102により、交換ユニット 2を中
板 12に載せる位置を容易に得ることができ、交換ユニット 2を適正位置にまで案内するこ
とができて、交換ユニット 2の取り付け作業を容易に行うことができる。
【００８８】
　（ロック手段 120）
　当該分離型スロットマシンＳは、その内部に交換ユニット 2を固定するためのロック手
段 120を備えている。
上記ロック手段 120は、図９に示すように、交換ユニット 2の両側面を固定するための側面
ロック手段 121と、交換ユニット 2の底面を固定するための底面ロック手段 122とを備えて
いる。
【００８９】
　（側面ロック手段 121）
　上記側面ロック手段 121は、交換ユニット 2の左右側面と、本体キャビネット 1の内部両
側面との間に設けられているものであって、交換ユニット 2の左右両側面を本体キャビネ
ット 1に固定するためのものである。
　具体的には、側面ロック手段 121は、図９、図１２及び図１３に示すように、交換ユニ
ット 2の枠体 21の左右に固定されているフック部 130と、本体キャビネット 1の内部の左右
側面に固定されている固定装置 10とからなるものである。
前記フック部 130は、交換ユニット 2の枠体 21の前面側の左右の縦枠にそれぞれ固定されて
いる。そして、このフック部 130は、背面側に向かって横断面形状が鉤状に延びる金属薄
板細片からなるものである。
【００９０】
　前記固定装置 10は、図１３に示すように、本体キャビネット 1の左右の側板 16の内側に
それぞれ固定されて、前記フック部 130の先端を引っかけて固定可能なものである。具体
的には、固定装置 10は、交換ユニット 2の内部の左右の側板 16に固定される回転軸 136と、
この回転軸 136に軸支されて回動可能である断面形状がコ字状の摺動レバー 132と、この摺
動レバー 132の途中に開口するスライド溝 137をスライド可能なピン移動体 139とを備えて
いる。そして、このピン移動体 139は、前記スライド溝 137に通されスライド可能な基端側
ピン 138と、この基端側ピン 138の両端から延びるピン連結部 133と、このピン連結部 133の
先端間に位置する先端側ピン 131からなるものである。そして、基端側ピン 138の中央には
、回転軸 136から延びるスライド棒 134が通されている。そして、そのスライド棒 134の周
囲には、ばねが配置され、このばねが、回転軸 136と基端側ピン 138との間を延ばす方向に
力を加えている。
【００９１】
　上記側面ロック手段 121の取り扱い手順を以下に示す。
　先ず、交換ユニット 2を側面ロック手段 121を介して本体キャビネット 1に固定する場合
、摺動レバー 132を手前側に開いた状態でピン移動体 139の先端側ピン 131を、枠体 21のフ
ック部 130に引っかける。そして、先端側ピン 131にフック部 130を引っかけた状態のまま
、摺動レバー 132を本体キャビネット 1の側面側に向かって閉じることにより、図１３に示
すように、ばねの付勢力によりフック部 130を背面側に引っ張った状態を維持することが
できるものである。これにより、フック部 130及び固定装置 10を介して、交換ユニット 2の
枠体 21を、本体キャビネット 1の背面側に向かって引っ張りながら固定することができる
。一方、交換ユニット 2を側面ロック手段 121を介して本体キャビネット 1から取り外す場
合、上記手順を逆に行うことにより可能なものである。すなわち、図１３に示すような摺
動レバー 132が閉じた状態から、摺動レバー 132を前面側に向かって開く。そして、摺動レ
バー 132が開いた状態において、フック部 130から先端側ピン 131を取り外すことにより、
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かかるロックが解除されるものである。
【００９２】
　本実施の形態に係る側面ロック手段 121は、先端側ピン 131をフック部 130に引っかけて
、摺動レバー 132を閉じるだけで、簡単にフック部 130を固定装置 10に固定することができ
、ロック状態にすることができるものである。また、逆に、摺動レバー 132を開いて、先
端側ピン 131をフック部 130から取り外すだけで、簡単にフック部 130を固定装置 10から外
すことができ、ロック状態を解除することができるものである。これにより、交換ユニッ
ト 2の取り付け作業や、取り外し作業を、簡単なものにすることができる。
【００９３】
　（底面ロック手段 122）
　上記底面ロック手段 122は、交換ユニット 2の底面と、中板 12との間に設けてあるもので
ある。底面ロック手段 122は、交換ユニット 2の底面を、中板 12に固定するためのものであ
る。
　具体的には、上記底面ロック手段 122は、交換ユニット 2の底面の左右に２個固定されて
下方に向かって突出する縦断面形状が略Ｌ字状のＬ字状突片 141と、このＬ字状突片 141を
中板 12に固定可能な細板状のスライド板 142と、このスライド板 142を左右にスライドさせ
るための固定レバー 144とを備えているものである。
前記スライド板 142は、中板 12と、中板 12の下面近傍の板状のスライド板支持部材 148との
間に挟みこまれるようにして配置されている。すなわち、このスライド板 142は、左右に
摺動可能な状態で中板 12の下面と、スライド板支持部材 148の上面との間に挟み込まれて
いるものである。そして、スライド板 142は、その長手方向の途中に、Ｌ字状突片 141をコ
字状の内部にはめ込み可能な縦断面形状が略コ字状のコ字状部 143を、所定間隔で２個備
えている。そして、前記中板 12には、略中央付近の左右に２個開口して、表裏に貫通する
四角孔状の開口四角孔 147が形成されてある。前記コ字状部 143は、その開口四角孔 147か
ら中板 12の上方に向かって突出可能に形成されているものである。
【００９４】
　前記固定レバー 144は、スライド板 142の下面に位置して、その手前側の先端を手で左右
に移動させることにより、スライド板 142もかかる操作に伴って移動可能に形成されてい
るものである。具体的には、固定レバー 144は、その長手方向の背面側の一端を中板 12に
回動可能に軸支する固定レバー回転軸 145と、固定レバー 144の長手方向の途中に位置して
上方に向かって突出する突状部 146とを備えている。この突状部 146は、特に図示しないが
中板 12に開口する孔に通されており、突状部 146が左右に移動することにより、スライド
板 142も突状部 146に押されて左右に移動可能に形成されているものである。そして、突状
部 146は、中板 12に貫通する突状部案内溝 149に沿って移動可能に形成されてあり、その移
動が所定範囲に制限されている。
【００９５】
　上記底面ロック手段 122の取り扱い手順を以下に示す。
　交換ユニット 2を底面ロック手段 122を介して中板 12に固定する場合、先ず、最初に、図
１５に示すように、中板 12の上面に交換ユニット 2の枠体 21を載置する。その際、枠体 21
の下面のＬ字状突片 141が、スライド板 142のコ字状部 143に隣接する向かって左側に位置
するように配置する。なお、スライド板 142は、固定レバー 144を予め右側に移動させて、
スライド板 142全体が向かって右側に位置し、それに伴いコ字状部 143も開口四角孔 147の
向かって右側に位置するように設定しておくものである。そして、固定レバー 144を向か
って左側に移動させる。これにより、固定レバー 144が、固定レバー回転軸 145を回転中心
として、右回転し、それに伴い、その途中に位置する突状部 146も左側に移動する。そし
て、突状部 146に押されて、スライド板 142が向かって左側に移動する。それに伴い、この
スライド板 142に設けたコ字状部 143も左側に移動して、Ｌ字状突片 141の先端側の部材が
コ字状部 143のコ字状内部にはめ込まれる。これで、底面ロック手段 122のロックが完了す
る。これにより、交換ユニット 2が上方に持ち上がる方向に力が加わっても、交換ユニッ
ト 2の枠体 21の下面のＬ字状突片 141がコ字状部 143から抜けることができず、交換ユニッ
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ト 2が上方に移動することを阻止することができる。
【００９６】
　一方、かかるロック状態を解除する手順は、上述した手順を逆に行えば可能なものであ
る。すなわち、向かって左側に位置している固定レバー 144を、向かって右側に移動する
。これにより、固定レバー 144が、固定レバー回転軸 145を回転中心として、左回転し、そ
れに伴い、その途中に位置する突状部 146も右側に移動する。そして、突状部 146に押され
て、スライド板 142が向かって右側に移動する。それに伴い、このスライド板 142に設けた
コ字状部 143も右側に移動して、Ｌ字状突片 141の先端側の部材がコ字状部 143のコ字状内
部から抜け出る。これで、底面ロック手段 122のロック解除が完了する。
【００９７】
　本実施の形態に係る底面ロック手段 122は、コ字状部 143が左右に移動し、枠体 21のＬ字
状突片 141に覆い被さっている。交換ユニット 2の取り出し又は差し込み方向である前後方
向と、コ字状部 143の移動方向である左右方向とが、直角方向に交差するように設定され
ているため、一端、底面ロック手段 122により、交換ユニット 2をロックした後は、交換ユ
ニット 2が前後方向に移動することを抑えることができるものである。そして、Ｌ字状突
片 141をコ字状部 143が覆っている限り、Ｌ字状突片 141の上方向や、前後方向の動きを抑
えることができ、交換ユニット 2の上方向や、前後方向への移動を拘束することができる
。
【００９８】
　このように、ボルト等で手間のかかる固定作業を行うことなく、固定レバー 144を移動
させるだけで、簡単に交換ユニット 2の動きを制限することができ、ロック状態にするこ
とができるものである。また、逆に、固定レバー 144を移動させるだけで、簡単に交換ユ
ニット 2の拘束を解除することができ、ロック状態を解除することができるものである。
これにより、交換ユニット 2の取り付け作業や、取り外し作業を、簡単なものにすること
ができる。
【００９９】
　（第三の参考発明の実施の形態）
　（図面の説明）
　図１７乃至図２３は、本発明の第三の参考発明の実施の形態を示すものである。
　図１７及び図１８は分離型スロットマシンを示す分解斜視図、図１９は上扉と交換ユニ
ットとの係合部分の概略斜視図、図２０及び図２１はローラー及びローラーガイドの取付
状態の概略側面図をそれぞれ示すものである。図２２及び図２３は、ローラー及びローラ
ーガイドの取付状態の他の形態を示す概略側面図である。
【０１００】
　本実施の形態における分離型スロットマシンは、図１７に示すように、大きく分けて、
正面側に開口部 11を有する本体キャビネット 1、本体キャビネット 1内部に着脱自在に設け
られる交換ユニット 2、本体キャビネット 1を開閉可能に塞ぐ前扉 3とを備えている。そし
て、本体キャビネット 1の内部には、横方向に渡した中板 12を備えている。そして、前扉 3
は、本体キャビネット 1の中板 12の上側の開口上部 13を開閉自在に塞ぐ上扉 30と、本体キ
ャビネット 1の中板 12の下側の開口下部 14を開閉自在に塞ぐ下扉 40とを備えている。
【０１０１】
　（本体キャビネット 1）
　上記本体キャビネット 1は、図１７及び図１８に示すように、底板 15、側板 16、天板及
び裏板からなる正面側に開口する筺体であり、高さ方向略中央部には、二つの側板 16の間
に水平方向に中板 12が渡してある。そして、この中板 12の下面には電源ユニット 4が設け
られ、底板 15にはホッパーユニット 5が固定されている。
【０１０２】
　ここで、電源ユニット 4は、中板 12の下面に、取り付け板等を介して取り付けられてお
り、特に図示しないが電源装置が内装されていると共に、遊技店側が種々の設定を行うた
めのスイッチ等、店操作部 100を有している。
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　上記電源ユニット 4及びホッパーユニット 5は、交換ユニット 2の交換に際し、必ずしも
交換する必要のないものであり、交換時には設置されたままにしておけるようになってい
るものである。
【０１０３】
　また、側板 16の正面左側の下部には、前記下扉 40を係合させ、回転自在に支持するため
の本体係合部 62が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
　さらに、本体係合部 62の対向側の側板 16には、下扉 40を閉めた際、下扉 40をロックする
ための突出片 90（ロック機構 7）が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
そして、本体キャビネット 1の中板 12の向かって右側の上面には、上扉 30のローラー 210を
案内するためのローラーガイド 220である上扉用ローラーガイド 221が固定されている。
そして、本体キャビネット 1の開口下部 14の向かって右側の側板 16の内面下部には、下扉 4
0のローラー 210を案内するためのローラーガイド 220である下扉用ローラーガイド 222が固
定されている。
【０１０４】
　（交換ユニット 2）
　交換ユニット 2は、種々の部品を設置あるいは固定するための支持体としての四角枠状
の枠体 21と、この枠体 21に固定されたリールユニット 22及び基板ユニット 24とから形成さ
れている。
　ここで、リールユニット 22は、周囲に複数の図柄を表示した複数の回転リール 23と、特
に図示しないが、回転リール 23を回転させるための駆動モータを有している。また、前記
基板ユニット 24には、遊技及びスロットマシンの作動を制御するための主基板 25と、各種
演出を行うための副基板とが含まれている。
【０１０５】
　前記枠体 21の正面左側の縦枠には、前記上扉 30を回転自在に係合するための枠体係合部
60が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
　さらに、枠体係合部 60の対向側の縦枠には、上扉 30を閉めた際、上扉 30をロックするた
めの突出片 90（ロック機構 7）が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
【０１０６】
　交換ユニット 2は、本体キャビネット 1の中板 12の上に乗せ、開口上部 13内部に収納され
るものである。そして、固定装置 10により本体キャビネット 1に固着される。
　（上扉 30）
　上扉 30は、交換ユニット 2の枠体 21に回転自在かつロック可能に形成されている板状の
扉であり、本体キャビネット 1の中板 12の上側の開口上部 13を開閉自在に塞ぐものである
。そして、上扉 30は、略中央部に前記回転リール 23の図柄を正面側から見ることができる
図柄表示窓 31を有し、周囲に飾り部 33を設けてある。そして、上扉 30は、種々の表示を行
うための表示装置 32が設けられているものである。
【０１０７】
　ここで、前記飾り部 33は、ランプ等により形成しても良く、入賞の報知その他の演出時
にランプが点滅するようにしてもよい。また、前記表示装置 32は、７セグメントＬＥＤ等
により数字を表示するものや、特に図示しないが、画像を表示するための液晶画面あるい
はＣＲＴなどとしてもよい。
　さらに、図１８に示すように、上扉 30の裏面には、前記枠体係合 60部に係合可能な上扉
係合部 61が上下方向に間隔をおいて二つ設けられており、上扉係合部 61の対向側には、ロ
ック機構 7が設けられている。
上記上扉 30の向かって右側の下部の裏面側には、回転可能なローラー 210である上扉用ロ
ーラー 211が固定されている。
【０１０８】
　（下扉 40）
　下扉 40は、本体キャビネット 1の開口下部 14を塞ぐための、上扉 30よりも幅厚の扉であ
り、本体キャビネット 1の側板 16に回転自在かつロック可能に形成されているものである
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。そして、下扉 40は、本体キャビネット 1の中板 12の下側の開口下部 14を開閉自在に塞ぐ
ことができるものである。
【０１０９】
　下扉 40の上部は、スロットマシンを作動させるための操作部 41となっており、下扉 40の
上面は、閉じた状態においては、上扉 30よりも前側に突出するようになっている。また、
下部には払い出されたメダルを溜めておくためのメダル受け 43が形成されており、下扉 40
の略中央部には、遊技内容その他の表示をするための前パネル 50が嵌め込まれている。
【０１１０】
　前記操作部 41としては、下扉 40の上面右端にはメダル投入口 42及び上面左側に設けられ
たベットスイッチ、正面側にはスタートスイッチ及びストップスイッチ及び鍵穴 44が設け
られている。なお、ベットスイッチとは、貯留メダルをメダル投入に代えるためのもので
あり、スタートスイッチ及びストップスイッチは、回転リール 23の回転を開始及び停止さ
せるためのものである。また、鍵穴 44は、下扉 40を解錠するためのものであり、この穴に
所定の鍵を差し込んで回すと、下扉 40のロックが解除されるものである。
【０１１１】
　さらに、図１８に示すように、下扉 40の裏面側には、前記メダル投入口 42から投入され
たメダルを誘導しながらメダルの正偽を判断するためのメダルセレクター 48が設けられて
いる。そして、下扉 40の裏面下部の左右には、種々の音声を出力するためのスピーカ 49が
設けられている。
　また、下扉 40の裏面には、前記本体係合部 62と係合可能な下扉係合部 63が上下方向に間
隔をおいて二つ設けられており、下扉係合部 63の対向側には、ロック機構 7が設けられて
いる。
そして、上記下扉 40の向かって右側の下部の裏面側には、回転可能なローラー 210である
下扉用ローラー 212が固定されている。
【０１１２】
　（上扉 30と交換ユニット 2の係合）
　交換ユニット 2の枠体係合部 60は、図１９に示すように、枠体 21の縦枠から正面側に突
出する張り出し部 65と、この張り出し部 65の先端に設けられたピン 67とからなり、縦枠に
上下方向に一定の間隔を置いて並設されている。
　一方、上扉 30の裏面には、水平方向に突出する板状の張り出し部 66にピン穴 68を有する
上扉係合部 61が、前記枠体係合部 60に対応するように設けられている。この上扉係合部 61
は、ピン穴 68を前記ピン 67に向かって下方向から挿入すると、板状の張り出し部 66がピン
67の段差部分に引っかかり、枠体係合部 60と回転自在に係合されるものである。
【０１１３】
　ところで、上扉 30と交換ユニット 2は、枠体係合部 60と上扉係合部 61とを固着しないで
分離可能としてもよいが、係合部 6を予め固定しておくようにしても良い。すなわち、搬
送時、取り付け時において、上扉 30と交換ユニット 2を一体にして扱えるようにするもの
である。というのは、遊技の変更に伴い、例えば回転リール 23の数を変更したり、表示装
置 32の種類を変更する場合もあり、このようなときには上扉 30の形状も変える必要がある
ので、上扉 30と交換ユニット 2は同時に交換される頻度が高いのである。このように形成
すれば、台交換の際、上扉 30と交換ユニット 2を同時に取り外し又は取り付けできるので
、作業の手間を省くことができる。
【０１１４】
　次に、ロック機構 7の詳細を、図１８及び図２０に基づき説明する。
　ロック機構 7は、上扉 30及び下扉 40の裏面側部に設けられた固定部 70及び可動部 80、本
体キャビネット 1及び交換ユニット 2に設けられた突出片 90とから構成されている。ここで
、上扉 30及び下扉 40のロック機構 7の構造は、基本的には同様であり、下扉 40のロック機
構 7は、鍵穴 44に所定の鍵を差し込んで解錠するようになっているが、上扉 30のロック機
構 7は外側から解錠することができず、下扉 40が開いているときにロック解除可能となっ
ている点が異なるものである。ここでは、上扉 30のロック機構 7について詳述する。
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【０１１５】
　図２０は、施錠時のロック機構 7を示すものである。ロック機構 7は、上扉 30の裏板に固
定された固定部 70と、固定部 70に上下方向に摺動可能に取り付けられた可動部 80を有する
。固定部 70は可動部 80を支持するためのものであり、可動部 80は、枠体 21に設けられた突
出片 90に係合し上扉 30と交換ユニット 2とをロックし又はロック解除するためのものであ
る。
【０１１６】
　ここで、突出片 90は本体キャビネット 1に設けることもできるが、上扉 30は交換ユニッ
ト 2に取り付けられていることから、交換ユニット 2の交換に伴い上扉 30のロック機構 7と
本体キャビネット 1の突出片 90とに微妙なズレが生じることもあり得る。これはロック部
のがたつきの原因となり、このようにがたつきのある扉は工具などを使用して外部からこ
じ開けられないとも限らない。従って、確実にロックされるために、交換ユニット 2の枠
体 21に設けるのが望ましいのである。
【０１１７】
　固定部 70には、上下二カ所にピン 73及びストッパー 71が設けられており、これらで可動
部 80を支持している。さらに、固定部 70と可動部 80との間に取り付けられたバネ 72が、可
動部 80を常に上方向に引き上げるようにはたらいており、一方可動部 80には段部 83が設け
られ、この段部 83が上部にあるストッパー 71に当接して可動部 80を係止している。
【０１１８】
　そして、可動部 80には、斜辺 81aと溝部 81bを有する係止片 81が二つ設けられており、前
記溝部 81bに突出片 90が引っかかり、かつ前記バネ 72が可動部 80を上方向に引っ張ってい
るので、上扉 30と交換ユニット 2とがロックされた状態となっているものである。
　また、前記可動部 80の下端には、ロックを解除するための解除つまみ 82が設けられてい
る。この解除つまみ 82を下に引っ張ると、係止片 81の溝部 81bから突出片 90が外れ、ロッ
クが解除されるものである。なお、解除つまみ 82は、下扉 40を開けないと操作できないよ
うになっている。
【０１１９】
　さらに、開いた状態の上扉 30を閉めるときには、係止片 81の斜辺 81aが突出片 90の下端
に当接し、さらに扉を閉める方向に押すと突出片 90の下端が係止片 81の斜辺 81aを押し、
可動部 80は徐々に下方に下がっていく。そして、さらに扉を閉める方向に押すと、可動部
80はバネ 72により上方向に引っ張られているので、ついには突出片 90が斜辺 81aを乗り越
えるような形で溝部 81bに嵌り込み、係止片 81は突出片 90に係止される。すなわち、扉を
閉めれば自動的にロックされるように形成されているのである。
【０１２０】
　以上のように形成されている上扉 30と交換ユニット 2は、交換ユニット 2を本体キャビネ
ット 1に収納し固定した状態で上扉 30を閉めると、本体キャビネット 1の開口上部 13を塞ぐ
ことができ、同時にロックされて開口上部 13を施錠することができる。
　（ローラー 210）
　上記ローラー 210は、全体形状が略円板状であって、回転軸を中心として、回転可能に
形成されているものである。なお、このローラー 210は、上下方向に可動することはなく
、上扉 30又は下扉 40の裏面の予め設定された所定の上下方向の位置に固定されているもの
である。
上記ローラー 210は、その取り付け位置により、以下の２つに分類される。
【０１２１】
　（１）上扉用ローラー 211
　（２）下扉用ローラー 212
なお、ローラー 210は、上記の二つに限定されるものではない。さらに、前扉 3が３つ以上
に分割されているような場合は、それに対応する個数、形成するようにしても良いもので
ある。
【０１２２】
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　（上扉用ローラー 211）
　上記上扉用ローラー 211は、図１７、図１８及び図２０に示すように、上扉 30の向かっ
て右側の下部の裏面側に固定されているローラー 210である。
　（下扉用ローラー 212）
　上記下扉用ローラー 212は、図１７、図１８及び図２０に示すように、下扉 40の向かっ
て右側の下部の裏面側に固定されているローラー 210である。
【０１２３】
　（ローラーガイド 220）
　上記ローラーガイド 220は、上扉 30又は下扉 40の開閉方向に沿ってローラー 210を案内す
るとともに支持可能に形成されているものである。上記ローラーガイド 220は、前記ロー
ラー 210が転がり可能な金属細片からなるものである。そして、ローラーガイド 220の前面
側には、下方に向かって僅かに折り曲げられた折り曲げ部 223が形成されている。この折
り曲げ部 223は、ローラー 210をローラーガイド 220の上面に滑らかに導くためのものであ
る。すなわち、上扉 30又は下扉 40を閉じる際、先ず、ローラー 210が折り曲げ部 223に当接
し、その後、ローラー 210が折り曲げ部 223の上面を転がりながら、ローラーガイド 220本
体の上面まで案内されるものである。
【０１２４】
　上記ローラーガイド 220は、その取り付け位置により、以下の二つに分類される。
　（１）上扉用ローラーガイド 221
　（２）下扉用ローラーガイド 222
なお、ローラーガイド 220は、上記の二つに限定されるものではない。さらに、前扉 3が３
つ以上に分割されているような場合は、それに対応する個数、形成するようにしても良い
ものである。
【０１２５】
　（上扉用ローラーガイド 221）
　上記上扉用ローラーガイド 221は、上扉用ローラー 211を案内するためのものであって、
本体キャビネット 1の開口上部 13の内部に設けてあるものである。具体的には、図１７、
図１８及び図２０に示すように、上扉用ローラーガイド 221は、本体キャビネット 1の開口
上部 13の向かって右側の中板 12の上面に固定されている。そして、上扉用ローラーガイド
221は、上扉 30の開閉方向に沿って上扉用ローラー 211を案内するとともに支持可能に形成
されている。
【０１２６】
　本実施の形態によれば、上扉 30の下部に固定された上扉用ローラー 211が、中板 12の上
面に形成された上扉用ローラーガイド 221の上を転がりながら移動することができる。こ
のため、上扉 30により本体キャビネット 1の中板 12の上側の開口上部 13を開閉する際、上
扉 30と中板 12との間の摩擦抵抗を抑えることができ、スムーズに上扉 30を開方向又は閉方
向に移動させることができる。
また、上扉用ローラーガイド 221は、上扉用ローラー 211を案内するとともに支持している
。このため、上扉用ローラー 211を有する上扉 30を、上扉用ローラーガイド 221を有する中
板 12の上下方向の適正位置に配置することができる。これにより、上扉用ローラー 211を
上扉用ローラーガイド 221に載せるだけで、上扉 30の上下方向の位置決め作業を終了させ
ることができる。
これらにより、上扉 30の取付作業や、その後の開閉作業を確実且つ容易に行うことができ
る。
【０１２７】
　（下扉用ローラーガイド 222）
　上記下扉用ローラーガイド 222は、下扉用ローラー 212を案内するためのものであって、
本体キャビネット 1の開口下部 14の内部に設けてあるものである。具体的には、図１７、
図１８及び図２１に示すように、下扉用ローラーガイド 222は、本体キャビネット 1の開口
下部 14の向かって右側の側板 16の内面下部に固定されている。そして、下扉用ローラーガ

10

20

30

40

50

(21) JP 3761823 B2 2006.3.29



イド 222は、下扉 40の開閉方向に沿って下扉用ローラー 212を案内するとともに支持可能に
形成されている。
【０１２８】
　本実施の形態によれば、下扉 40の下部に固定された下扉用ローラー 212が、本体キャビ
ネット 1の内面に形成された下扉用ローラーガイド 222の上を転がりながら移動することが
できる。このため、下扉 40により本体キャビネット 1の中板 12の下側の開口下部 14を開閉
する際、下扉 40と本体キャビネット 1との間の摩擦抵抗を抑えることができ、スムーズに
下扉 40を開方向又は閉方向に移動させることができる。
また、下扉用ローラーガイド 222は、下扉用ローラー 212を案内するとともに支持している
。このため、下扉用ローラー 212を有する下扉 40を、下扉用ローラーガイド 222を有する本
体キャビネット 1の上下方向の適正位置に配置することができる。これにより、下扉用ロ
ーラー 212を下扉用ローラーガイド 222に載せるだけで、下扉 40の上下方向の位置決め作業
を終了させることができる。
【０１２９】
　これらにより、下扉 40の取付作業や、その後の開閉作業を確実且つ容易に行うことがで
きる。
　（分離型スロットマシン Sの交換手順）
　以上のように構成された分離型スロットマシン Sについて、遊技内容変更のための台交
換は、以下のように行うことができる。
【０１３０】
　第一に、交換ユニット 2のみを取り替えることができる。すなわち、下扉 40を解錠して
から上扉 30のロックを解除し、上扉 30を開いて上方向に持ち上げ係合部６を外し、枠体 21
から上扉 30を取り外す。しかる後、固定装置 10を外し交換ユニット 2を取り出す。そして
新たな交換ユニット 2を本体キャビネット 1に取り付け、先ほど外した上扉 30を取り付ける
ものである。このような交換によれば、スロットマシンの外観をいっさい変えることなく
遊技内容を変更することができる。
【０１３１】
　第二に、上扉 30及び交換ユニット 2のみを取り替えることができる。すなわち、上記し
た手順において、新たな交換ユニット 2を本体キャビネット 1に取り付けたのち、新たな上
扉 30を取り付けるものである。このとき、交換ユニット 2と上扉 30が一体に形成されてい
れば、作業効率がなおよいものである。このような交換によれば、遊技の変更に伴い回転
リール 23の数が変わったり、表示装置 32を変更しても、上扉 30の形状を同時に変えること
ができる。
【０１３２】
　第三に、上扉 30、交換ユニット 2及び前パネル 50のみを取り替えることができる。すな
わち、上記した手順に加え、下扉 40から前パネル 50を取り外し、新たな前パネル 50を取り
付けるものである。このような交換によれば、外観上上扉 30及び前パネル 50が変わること
により、最低限のパーツ交換であたかも全く異なるスロットマシンをホールに配置したよ
うな効果が得られる。
【０１３３】
　このほか、外観のみを変化させたいときには上扉 30と前パネル 50のみを交換してもよい
し、場合によっては前パネル 50のみを交換することもできる。また、上扉 30、下扉 40、交
換ユニット 2のすべてを交換しても、遊技に直接関係のない電源ユニット 4やホッパーユニ
ット 5を本体キャビネット 1に残して、あたかもスロットマシンを一新したかのような効果
が得られる。
【０１３４】
　（他の実施の形態１）
　ところで、ローラー及びローラーガイド 221の取付状態を、図２２に示すように形成し
てもよい。すなわち、第三の実施の形態で説明した分離型スロットマシン Sの上扉用ロー
ラーガイド 221の取り付け位置が異なるものである。
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　なお、その他の構成は、第三の実施の形態と同一であるため、説明を省略する。
【０１３５】
　（上扉用ローラーガイド 221）
　本実施の形態では、上扉用ローラーガイド 221を、中板 12の上面に載置した交換ユニッ
ト 2に形成したものである。具体的には、図２２に示すように、本実施の形態に係る上扉
用ローラーガイド 221は、交換ユニット 2の支持体としての枠体 21に、形成されているもの
である。そして、上扉用ローラーガイド 221は、上扉 30の開閉方向に沿って上扉用ローラ
ー 211を案内するとともに支持可能に形成されているものである。すなわち、上扉用ロー
ラーガイド 221は、交換ユニット 2の枠体 21の向かって右側下部に固定されているものであ
る。そして、交換ユニット 2の枠体 21を中板 12の上面に載置して固定することにより、上
扉用ローラーガイド 221も、本体キャビネット 1の開口上部 13の内部に固定されるものであ
る。
【０１３６】
　本実施の形態によれば、支持体としての枠体 21を有する交換ユニット 2を本体キャビネ
ット 1の中板 12上面に固定した際、上扉 30の下部に固定された上扉用ローラー 211が、交換
ユニット 2の枠体 21に設けた上扉用ローラーガイド 221の上を転がりながら移動することが
できる。このため、上扉 30により本体キャビネット 1の中板 12の上側の開口上部 13を開閉
する際、上扉 30と枠体 21との間の摩擦抵抗を抑えることができ、スムーズに上扉 30を開方
向又は閉方向に移動させることができる。
【０１３７】
　また、上扉用ローラーガイド 221は、上扉用ローラー 211を案内するとともに支持してい
る。このため、上扉用ローラー 211を有する上扉 30を、上扉用ローラーガイド 221を有する
枠体 21の上下方向の適正位置に配置することができる。これにより、上扉用ローラー 211
を上扉用ローラーガイド 221に載せるだけで、上扉 30の上下方向の位置決め作業を終了さ
せることができる。
【０１３８】
　これらにより、上扉 30の取付作業や、その後の開閉作業を確実且つ容易に行うことがで
きる。
　また、本実施の形態は、上扉用ローラーガイド 221を、交換ユニット 2の支持体としての
枠体 21に直接、固定している。このため、上扉用ローラーガイド 221を本体キャビネット 1
や中板 12に固定するものと比較して、上扉用ローラー 211を設けた上扉 30と、上扉用ロー
ラーガイド 221を設けた交換ユニット 2との上下方向の位置精度を、向上させることができ
る。これにより、上扉 30と、交換ユニット 2内部の回転リール 23を有するリールユニット 2
2との位置精度を、向上させることができ、回転リール 23を上扉 30に対して正確な位置に
配置することができる。したがって、分離型スロットマシン Sの正面から見て、上扉 30の
表示窓 31の内部に、回転リール 23を予め予定した適正な位置に正確に配置することができ
、回転リール 23の位置が表示窓 31からずれることを回避することができる。
【０１３９】
　（他の実施の形態２）
　さらに、ローラー及びローラーガイドの取付状態は、図２３に示すように形成すること
もできる。すなわち、第三の実施の形態に係る分離型スロットマシンの上扉用ローラーガ
イド 221の取り付け位置が異なるものである。
　なお、その他の構成は、第三の実施の形態と同一であるため、説明を省略する。
【０１４０】
　（上扉用ローラーガイド 221）
　本実施の形態では、上扉用ローラーガイド 221を、本体キャビネット 1の内面に形成した
ものである。具体的には、図２３に示すように、本実施の形態に係る上扉用ローラーガイ
ド 221は、本体キャビネット 1の内面に、上扉 30の開閉方向に沿って上扉用ローラー 211を
案内するとともに支持可能なものである。すなわち、上扉用ローラーガイド 221は、本体
キャビネット 1の右側の側板 16の開口上部 13の内面下部に、ねじ等の締結部材を介して固
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定されているものである。
【０１４１】
　本実施の形態によれば、上扉 30の下部に固定された上扉用ローラー 211が、本体キャビ
ネット 1の右側の側板 16の開口上部 13の内面下部に形成された上扉用ローラーガイド 221の
上を転がりながら移動することができる。このため、上扉 30により本体キャビネット 1の
中板 12の上側の開口上部 13を開閉する際、上扉 30と本体キャビネット 1との間の摩擦抵抗
を抑えることができ、スムーズに上扉 30を開方向又は閉方向に移動させることができる。
【０１４２】
　また、上扉用ローラーガイド 221は、上扉用ローラー 211を案内するとともに支持してい
る。このため、上扉用ローラー 211を有する上扉 30を、上扉用ローラーガイド 221を有する
本体キャビネット 1の上下方向の適正位置に配置することができる。これにより、上扉用
ローラー 211を上扉用ローラーガイド 221に載せるだけで、上扉 30の上下方向の位置決め作
業を終了させることができる。
【０１４３】
　これらにより、上扉 30の取付作業や、その後の開閉作業を確実且つ容易に行うことがで
きる。
　（第四の参考発明の実施の形態）
　（図面の説明）
　図２４乃至図２９は、本発明の第四の参考発明の実施の形態を示すものである。
【０１４４】
　図２４及び図２５は分離型スロットマシンを示す分解斜視図、図２６及び図２７はロッ
ク機構７を示す断面図、図２８はスロットマシンの外観正面図、図２９はホールコンピュ
ータによる解錠管理の概略図を示す図である。
　本実施の形態における分離型スロットマシンは、図２４に示すように、大きく分けて、
正面側に開口部 11を有する本体キャビネット１、本体キャビネット１内部に着脱自在に設
けられる交換ユニット２、本体キャビネット１の開口上部 13を開閉可能に塞ぐ上扉 30、本
体キャビネット１の開口下部 14を開閉可能に塞ぐ下扉 40とから構成されている。
【０１４５】
　（本体キャビネット１）
　本体キャビネット１は、底板 15及び側板 16及び天板及び裏板からなる正面側に開口する
筺体であり、高さ方向略中央部には、二つの側板 16の間に水平方向に中板 12が設けられて
いる。そして、この中板 12の下面には電源ユニット４が設けられ、底板 15にはホッパーユ
ニット５が固定されている。
【０１４６】
　ここで、電源ユニット４は、中板 12の下面に、取り付け板等を介して取り付けられてお
り、特に図示しないが電源装置が内装されていると共に、遊技店側が種々の設定を行うた
めのスイッチ等、店操作部 100を有している。
　上記電源ユニット４及びホッパーユニット５は、交換ユニット２の交換に際し、必ずし
も交換する必要のないものであり、交換時には設置されたままにしておけるようになって
いるものである。
【０１４７】
　また、側板 16の正面左側の下部には、前記下扉 40を係合させ、回転自在に支持するため
の本体係合部 62が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
　さらに、本体係合部 62の対向側の側板 16には、下扉 40を閉めた際、下扉 40をロックする
ための突出片 90（ロック機構７）が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
【０１４８】
　（交換ユニット２）
　交換ユニット２は、種々の部品を設置あるいは固定するための支持体としての枠体 21と
、この枠体 21に固定されたリールユニット 22及び基板ユニット 24とから形成されている。
　ここで、リールユニット 22は、周囲に複数の図柄を表示した複数の回転リール 23と、特
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に図示しないが、回転リール 23を回転させるための駆動モータを有している。また、前記
基板ユニット 24には、遊技及びスロットマシンの作動を制御するための主基板と、各種演
出を行うための副基板が含まれている。
【０１４９】
　前記枠体 21の正面左側の縦枠には、前記上扉 30を回転自在に係合するための枠体係合部
60が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
　さらに、枠体係合部 60の対向側の縦枠には、上扉 30を閉めた際、上扉 30をロックするた
めの突出片 90（ロック機構７）が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
【０１５０】
　交換ユニット２は、本体キャビネット１の中板 12の上に乗せ、開口上部 13内部に収納さ
れるものである。そして、固定装置 10により本体キャビネット１に固着される。
　（上扉 30）
　上扉 30は、交換ユニット２の枠体 21に回転自在かつロック可能に形成されている板状の
扉であり、略中央部に前記回転リール 23の図柄を正面側から見ることができる図柄表示窓
31を有し、周囲に飾り部 33を設けてある。そして、種々の表示を行うための表示装置 32が
設けられているものである。
【０１５１】
　ここで、前記飾り部 33は、ランプ等により形成しても良く、入賞の報知その他の演出時
にランプが点滅するようにしてもよい。また、前記表示装置 32は、７セグメントＬＥＤ等
により数字を表示するものや、特に図示しないが、画像を表示するための液晶画面あるい
はＣＲＴなどとしてもよい。
　さらに、図２５に示すように、上扉 30の裏面には、前記枠体係合 60部に係合可能な上扉
係合部 61が上下方向に間隔をおいて二つ設けられており、上扉係合部 61の対向側には、ロ
ック機構７が設けられている。
【０１５２】
　（下扉 40）
　下扉 40は、本体キャビネット１の開口下部 14を塞ぐための、上扉 30よりも幅厚の扉であ
り、本体キャビネット１の側板 16に回転自在かつロック可能に形成されているものである
。
　下扉 40の上部は、スロットマシンを作動させるための操作部 41となっており、下扉 40の
上面は、閉扉時においては、上扉 30よりも前側に突出するようになっている。また、下部
には払い出されたメダルを溜めておくためのメダル受け 43が形成されており、下扉 40の略
中央部には、遊技内容その他の表示をするための前パネル 50が嵌め込まれている。
【０１５３】
　前記操作部 41としては、下扉 40の上面右端にはメダル投入口 42及び上面左側に設けられ
たベットスイッチ、正面側にはスタートスイッチ及びストップスイッチ及び鍵穴 44が設け
られている。なお、ベットスイッチとは、貯留メダルをメダル投入に代えるためのもので
あり、スタートスイッチ及びストップスイッチは、回転リール 23の回転を開始及び停止さ
せるためのものである。また、鍵穴 44は、前扉３を解錠するためのものであり、この穴に
所定の鍵を差し込んで回すと、下扉 40のロックが解除されるものである。
【０１５４】
　さらに、図２５に示すように、下扉 40の裏面側には、前記メダル投入口 42から投入され
たメダルを誘導しながらメダルの正偽を判断するためのメダルセレクター 48が設けられて
いる。そして、下扉 40の裏面下部の左右には、種々の音声を出力するためのスピーカ 49が
設けられている。
　また、下扉 40の裏面には、前記本体係合部 62と係合可能な下扉係合部 63が上下方向に間
隔をおいて二つ設けられており、下扉係合部 63の対向側には、ロック機構７が設けられて
いる。
【０１５５】
　（ロック機構７）

10

20

30

40

50

(25) JP 3761823 B2 2006.3.29



　ここで、特に本発明の要点となるロック機構７の詳細について、図面に基づき説明する
。
　ロック機構７は、図２６又は図２７に示すように、上扉 30及び下扉 40の裏面側部に設け
られた固定部 70及び可動部 80、本体キャビネット１及び交換ユニット２に設けられた突出
片 90とから構成されている。
【０１５６】
　まず、上扉 30のロック機構７について、図２６に基づき詳述する。
　図２６は、施錠時のロック機構７を示すものである。ロック機構７は、上扉 30の裏板に
固定された固定部 70と、固定部 70に上下方向に摺動可能に取り付けられた可動部 80を有す
る。固定部 70は可動部 80を支持するためのものであり、可動部 80は、枠体 21に設けられた
突出片 90に係合し上扉 30と交換ユニット２とをロックし又はロック解除するためのもので
ある。
【０１５７】
　ここで、突出片 90は本体キャビネット１に設けることもできるが、上扉 30は交換ユニッ
ト２に取り付けられていることから、交換ユニット２の交換に伴い上扉 30のロック機構７
と本体キャビネット１の突出片 90とに微妙なズレが生じることもあり得る。これはロック
部のがたつきの原因となり、このようにがたつきのある扉は工具などを使用して外部から
こじ開けられないとも限らない。従って、確実にロックされるために、交換ユニット２の
枠体 21に設けるのが望ましいのである。
【０１５８】
　固定部 70には、ピン 73及びストッパー 71が設けられており、これらで可動部 80を支持し
ている。さらに、固定部 70と可動部 80との間に取り付けられたバネ 72が、可動部 80を常に
上方向に引き上げるようにはたらいており、一方可動部 80には段部 83が設けられ、この段
部がストッパー 71に当接して可動部 80を係止している。
【０１５９】
　そして、可動部 80には、斜辺 81aと溝部 81bを有する係止片 81が二つ設けられており、前
記溝部 81bに突出片 90が引っかかり、かつ前記バネ 72が可動部 80を上方向に引っ張ってい
るので、前扉 30と交換ユニット２とがロックされた状態となっているものである。
　また、前記可動部 80の下端には、ロックを解除するための解除つまみ 82が設けられてい
る。解除つまみ 82は、上扉 30の下面よりも下方に突出しており、この解除つまみ 82を下に
引っ張ると、係止片 81の溝部 81bから突出片 90が外れ、ロックが解除される。なお、解除
つまみ 82は、下扉 40を開けないと操作できないようになっているが、これについては後述
する。
【０１６０】
　さらに、開いた状態の上扉 30を閉めるときには、係止片 81の斜辺 81aが突出片 90に当接
し、さらに扉を閉める方向に押すと可動部 80は徐々に下に下がっていく。そしてさらに扉
を閉める方向に押すと、可動部 80がバネ 72により上方向に引っ張られているので、ついに
は突出片 90が斜辺 81aを乗り越えるような形で溝部 81bに嵌り込み、係止片 81は突出片 90に
係止される。すなわち、扉を閉めれば自動的にロックされるように形成されているのであ
る。
【０１６１】
　以上のように形成されている上扉 30と交換ユニット２は、交換ユニット２を本体キャビ
ネット１に収納し固定した状態で前扉 30を閉めると、本体キャビネット１の開口上部 13を
塞ぐことができ、同時にロックされて開口上部 13を施錠することができる。
　次に、下扉 40のロック機構７について、図２７に基づき詳述する。ここで、下扉 40のロ
ック機構７の構造は、基本的には上扉 30のものと同様であるので、詳細の重複する部分は
説明を省略し、上扉 30と異なる部分の詳細を説明する。
【０１６２】
　図２７は、施錠時のロック機構７の上部を示すものである。下扉 40のロック機構７は、
上扉 30のロック機構７の下端にある解除つまみ 82が無い代わりに、鍵穴 44に所定の鍵を差

10

20

30

40

50

(26) JP 3761823 B2 2006.3.29



し込んで解錠するようになっている。
　鍵穴 44の内部には、特に図示しないが、所定の鍵を差し込むと嵌り合う溝を有する解錠
用鍵と、解錠用鍵から扉内側に向かって延びる解錠用シャフト 45が設けられている。そし
て、解錠用シャフト 45の先端には、突起部を有する解錠用カム 45aが形成されている。一
方、可動部 80の上端部は突出片 84となっており、この突出片 84には開口部 85が設けられて
いる。さらに、開口部 85には、前記解錠用カム 45aの突起が係止されている。この状態で
、本体キャビネット１の側壁 16に設けられた突出片 90が係止片 81の溝部 81bに嵌り込み、
下扉 40と本体キャビネット１とがロックされている。
【０１６３】
　このロックを解除するときは、鍵穴 44に所定の鍵を差し込んで所定方向に回すと、前記
解錠用シャフト 45の先端に設けられた解錠用カム 45aが、図２７における矢印方向に回転
する。このとき、開口部 85に係止されている解錠用カム 45aの突起が可動部 80を押し下げ
、係止片 81の溝部 81bから突出片 90が外れ、ロックが解除される。
【０１６４】
　なお下扉 40も、上扉 30同様に、扉を閉めれば自動的にロックされるように形成されてい
るものである。
　（ロック管理）
　つぎに、上記構成を有する分離型スロットマシンＳのロック管理について、図２８を用
いて説明する。図２８は、分離型スロットマシンＳの外観正面図であり、図２８（Ａ）は
前扉３を閉めた状態、図２８（Ｂ）は、下扉 40を開けた状態をそれぞれ示すものである。
【０１６５】
　まず、図２８（Ａ）に示すように、閉扉時において、上扉 30のロック機構７の解除つま
み 82は、扉内部に隠れてしまっているので、分離型スロットマシンＳの外側から操作可能
な解錠手段は、鍵穴 44のみである。従って、所定の鍵を用いて下扉 40を開けることはでき
るが、下扉 40が施錠されている状態で上扉 30を開けることはできない。
【０１６６】
　また、図２８（Ｂ）に示すように、下扉 40を解錠して開くと、上扉 30のロック機構７の
解除つまみ 82が操作可能となる。従って、上扉 30を解錠するには、下扉 40を開けて、解除
つまみ 82を引き下げてロックを解除しなければならない。
　このように、下扉 40の鍵がなければ上扉 30を解錠できないので、下扉 40の鍵の使用を管
理することにより、基板等の一般人には手を触れられたくない部品をガードすることがで
きる。ただし、この構成によれば、下扉 40が開いてしまえば上扉 30も簡単に解錠すること
ができる。
【０１６７】
　そこで、さらにロック管理を厳重に行う場合には、下扉 40が解錠されても、それだけで
は上扉 30を開けることができないように形成することができる。
　例えば、上扉 30の解除つまみ 82を操作するための別の鍵を設け、この鍵は例えばホール
マネージャー等の特定の人しか取り扱えないように管理するものである。しかし、この場
合は、鍵を複数設けなければならない。
【０１６８】
　その他のロック管理として、遊技場の集中管理システムによるものとすることができる
。すなわち、図２９に示すように、スロットマシンの上扉 30のロック機構７をホールコン
ピュータの管理下におき、ホールコンピュータにより上扉 30の解錠をおこなうものである
。
　具体的には、特に図示しないが、上扉 30のロック機構７を所定の解錠指令によりロック
解除可能に形成し、各スロットマシンのロック機構７をロック解除手段と接続する。そし
て、このロック解除手段をホールコンピュータの操作盤により操作し、所定の台の上扉 30
を解錠できるようにしたものである。
【０１６９】
　このように形成することにより、たとえ下扉 40が開いていても、上扉 30はホールコンピ
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ュータでロック解除しないかぎり開けることができず、より厳重に重要部品をガードする
ことができる。ちなみに、下扉 40については、内部には電源ユニット４やホッパーユニッ
ト５など、店の従業員が操作する必要が多いものが収納されているので、外部から解錠可
能にしておくほうが好ましいが、下扉 40についてもコンピュータ管理としてもかまわない
。
【０１７０】
　なお、本実施の形態においては、本体キャビネット１の開口部 11を上下に二分割する中
板 12を設けてあることにより、開口下部 14と開口上部 13が完全に分離されているので、下
扉 40を開いたときでも、開口下部 14から開口上部 13に配置されている交換ユニット２（主
基板 25等の重要部品が載置されている）に悪戯等を行うことはできない。このように、中
板 12を設けることによっても、セキュリティー面を向上させることができるものとなる。
【０１７１】
　（第五の参考発明の実施の形態）
　（図面の説明）
　図３０乃至図３４は、本発明の第五の参考発明の実施の形態を示すものである。
　図３０及び図３１は分離型スロットマシンを示す分解斜視図、図３２及び図３３は電源
ユニット４の取り付け部を示す図、図３４は本発明の他の実施の形態を示す斜視図である
。
【０１７２】
　本実施の形態における分離型スロットマシンは、図３０に示すように、大きく分けて、
正面側に開口部 11を有する本体キャビネット１、本体キャビネット１内部に着脱自在に設
けられる交換ユニット２、本体キャビネット１の開口上部 13を開閉可能に塞ぐ上扉 30、本
体キャビネット１の開口下部 14を開閉可能に塞ぐ下扉 40とから構成されている。
【０１７３】
　（本体キャビネット１）
　本体キャビネット１は、底板 15及び側板 16及び天板及び裏板からなる正面側に開口する
筺体であり、高さ方向略中央部には、二つの側板 16の間に水平方向に中板 12が設けられて
いる。そして、この中板 12の下面には電源ユニット４が設けられ、底板 15にはホッパーユ
ニット５が固定されている。
【０１７４】
　ここで、電源ユニット４は、中板 12の下面に、支持部材 150を介して取り付けられてお
り、電源装置８及び遊技店側が種々の設定を行うためのスイッチ等、店操作部 100を有す
る操作装置９が内装されている。上記電源ユニット４及びホッパーユニット５は、交換ユ
ニット２の交換に際し、必ずしも交換する必要のないものであり、交換時には設置された
ままにしておけるようになっているものである。
【０１７５】
　また、側板 16の正面左側の下部には、前記下扉 40を係合させ、回転自在に支持するため
の本体係合部 62が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
　さらに、本体係合部 62の対向側の側板 16には、下扉 40を閉めた際、下扉 40をロックする
ための突出片 90（ロック機構７）が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
【０１７６】
　（交換ユニット２）
　交換ユニット２は、種々の部品を設置あるいは固定するための支持体としての枠体 21と
、この枠体 21に固定されたリールユニット 22及び基板ユニット 24とから形成されている。
　ここで、リールユニット 22は、周囲に複数の図柄を表示した複数の回転リール 23と、特
に図示しないが、回転リール 23を回転させるための駆動モータを有している。また、前記
基板ユニット 24には、遊技及びスロットマシンの作動を制御するための主基板と、各種演
出を行うための副基板が含まれている。
【０１７７】
　前記枠体 21の正面左側の縦枠には、前記上扉 30を回転自在に係合するための枠体係合部
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60が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
　さらに、枠体係合部 60の対向側の縦枠には、上扉 30を閉めた際、上扉 30をロックするた
めの突出片 90（ロック機構７）が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
【０１７８】
　交換ユニット２は、本体キャビネット１の中板 12の上に乗せ、開口上部 13内部に収納さ
れるものである。そして、固定装置 10により本体キャビネット１に固着される。
　（上扉 30）
　上扉 30は、交換ユニット２の枠体 21に回転自在かつロック可能に形成されている板状の
扉であり、略中央部に前記回転リール 23の図柄を正面側から見ることができる図柄表示窓
31を有し、周囲に飾り部 33を設けてある。そして、種々の表示を行うための表示装置 32が
設けられているものである。
【０１７９】
　ここで、前記飾り部 33は、ランプ等により形成しても良く、入賞の報知その他の演出時
にランプが点滅するようにしてもよい。また、前記表示装置 32は、７セグメントＬＥＤ等
により数字を表示するものや、特に図示しないが、画像を表示するための液晶画面あるい
はＣＲＴなどとしてもよい。
　さらに、図３１に示すように、上扉 30の裏面には、前記枠体係合 60部に係合可能な上扉
係合部 61が上下方向に間隔をおいて二つ設けられており、上扉係合部 61の対向側には、ロ
ック機構７が設けられている。
【０１８０】
　（下扉 40）
　下扉 40は、本体キャビネット１の開口下部 14を塞ぐための、上扉 30よりも幅厚の扉であ
り、本体キャビネット１の側板 16に回転自在かつロック可能に形成されているものである
。
　下扉 40の上部は、スロットマシンを作動させるための操作部 41となっており、下扉 40の
上面は、閉扉時においては、上扉 30よりも前側に突出するようになっている。また、下部
には払い出されたメダルを溜めておくためのメダル受け 43が形成されており、下扉 40の略
中央部には、遊技内容その他の表示をするための前パネル 50が嵌め込まれている。
【０１８１】
　前記操作部 41としては、下扉 40の上面右端にはメダル投入口 42及び上面左側に設けられ
たベットスイッチ、正面側にはスタートスイッチ及びストップスイッチ及び鍵穴 44が設け
られている。なお、ベットスイッチとは、貯留メダルをメダル投入に代えるためのもので
あり、スタートスイッチ及びストップスイッチは、回転リール 23の回転を開始及び停止さ
せるためのものである。また、鍵穴 44は、前扉３を解錠するためのものであり、この穴に
所定の鍵を差し込んで回すと、下扉 40のロックが解除されるものである。
【０１８２】
　さらに、図３１に示すように、下扉 40の裏面側には、前記メダル投入口 42から投入され
たメダルを誘導しながらメダルの正偽を判断するためのメダルセレクター 48が設けられて
いる。そして、下扉 40の裏面下部の左右には、種々の音声を出力するためのスピーカ 49が
設けられている。
　また、下扉 40の裏面には、前記本体係合部 62と係合可能な下扉係合部 63が上下方向に間
隔をおいて二つ設けられており、下扉係合部 63の対向側には、ロック機構７が設けられて
いる。
【０１８３】
　（電源ユニット４の取り付け）
　ここで、特に本実施の形態の要点となる部分について、図面に基づき詳細に説明する。
　図３２は、電源ユニット４の中板 12への取り付け部を示す図である。
　ここで、電源ユニット４は、図３２（Ａ）に示すように電源装置８と操作装置９とが別
々に形成されていてもよいし、図３２（Ｂ）に示すように両者が一体形成されているもの
でもよい。そして、電源装置８には、スロットマシンの電源のＯＮ、ＯＦをするための電

10

20

30

40

50

(29) JP 3761823 B2 2006.3.29



源スイッチ 200が、操作装置９には、スロットマシンの遊技設定を変更するための設定変
更スイッチ 230がそれぞれ設けられていて、店操作部 100を形成している。
【０１８４】
　図３２（Ａ）は、中板 12の下面に支持部材 150を取り付けて、その上に電源ユニット４
を設置したものである。すなわち、支持部材 150として、略Ｌ型に形成した板材 151を用い
、この板材 151の一端を中板 12の下面に固定し、他端を側板 16に固定することにより、中
板 12の下部であってホッパーユニット５の上部に棚部を形成し、その棚部に電源ユニット
４を乗せて固定したものである。このとき、電源ユニット４は棚部に固着されていてもよ
いし、交換可能に形成されていてもよい。
【０１８５】
　なお、図３２（Ｂ）に示すように、前記板材 151をコ字状に形成し、両端部を中板 12の
下面に取り付けて棚部を形成するようにしてもよい。
　さらに、電源ユニット４の中板 12下面への取り付けは、図３３に示すようにすることも
できる。
　図３３（Ａ）は、中板 12の下面に支持部材 150を取り付けて、中板 12から電源ユニット
４を吊り下げたものである。すなわち、支持部材 150として溝部 152aを有する二本の取り
付けレール 152を用い、この取り付けレール 152を、溝部 152aが対向するように奥行き方向
に向かって平行に取り付ける。そして、電源ユニット４の上端部には左右に張り出す凸部
160を設け、この凸部 160を前記取り付けレール 152の溝部 152aに係合させることにより、
電源ユニット４を中板 12下面であってホッパーユニット５の上部に配置したものである。
このとき、電源ユニット４は棚部に固着されていてもよいし、交換可能に固定されていて
もよい。交換可能にする場合には、特に図示しないが、前記凸部 160の代わりにガイドロ
ーラを設け、ストッパーにより固定することができる。
【０１８６】
　なお、図３３（Ｂ）に示すように、支持部材 150を、前記取り付けレール 152の溝部 152a
端部に相対向する張り出し部 152bを形成したものとすると共に、溝部 152aを下方にして中
板 12下面に取り付けてもよい。この場合には、電源ユニット４の上面にボルト状に形成し
た取り付け突起 161を設け、この取り付け突起 161を前記溝部 152aに入れ、ボルトの頭部を
前記張り出し部 152bに引っかけるようにして、電源ユニット４を中板 12下面であってホッ
パーユニット５の上部に配置するものである。このとき、電源ユニット４は棚部に固着さ
れていてもよいし、取り外し可能に固定されていてもよい。
【０１８７】
　このように、電源ユニット４を中板 12下面であってホッパーユニット５の上部に配置す
ることにより、下扉 40を全開しなくても操作スイッチの操作ができ、また、電源装置８及
び操作装置９を一カ所にまとめて設置することにより、本体キャビネット１内部にスペー
スを確保できる。
　ところで、本実施の形態は、電源装置８及び操作装置９を中板 12下面に取り付けたもの
であったが、本願発明としては、図３４に示すように、電源装置８を本体キャビネットの
底板 15上部であってホッパーユニット５の側方に配置し、操作装置９を中板 12下面に取り
付けてもよい。この場合、電源スイッチ 200については、電源装置８に設けてもよいが、
図示したように操作装置９に設けると操作しやすい。
【０１８８】
　なお、本発明においては、操作装置９を中板 12の下面に設ければよく、電源装置８は必
ずしも中板 12の下面に設ける必要はない。電源装置８は操作装置９と分離して中板 12の下
面以外の如何なる部位に設けてもよい。
　ところで、中板 12を設けてあることにより、開口下部 14と開口上部 13が完全に分離され
ているので、下扉 40を開いたときでも、開口下部 14から開口上部 13に配置されている交換
ユニット２（主基板 25等の重要部品が載置されている）に悪戯等を行うことはできない。
従って、中板 12を設けることにより、セキュリティー面にも優れた分離型スロットマシン
を提供することができる。
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【０１８９】
　（第六の参考発明の実施の形態）
　（図面の説明）
　図３５乃至図３８は、本発明の第六の参考発明の実施の形態を示すものである。
　図３５及び図３６は、本実施の形態に係る分離型スロットマシンを示す分解斜視図、図
３７は、上扉 30及び下扉 40の要部を示す側面断面図である。
【０１９０】
　（分離型スロットマシン）
　図３５に示すように、本実施の形態に係る分離型スロットマシンは、大きく分けて、正
面側に開口部 11を有する本体キャビネット 1と、本体キャビネット 1の内部に着脱自在に設
けられる交換ユニット 2と、本体キャビネット 1の開口部 11を開閉自在に塞ぐ前扉 3とから
構成されている。
【０１９１】
　また、前扉 3は、本体キャビネット 1の開口部 11のうち上側部分（開口上部 13）を開閉自
在に塞ぐ上扉 30と、本体キャビネット 1の開口部 11のうち下側部分（開口下部 14）を開閉
自在に塞ぐ下扉 40とから構成されている。
　（本体キャビネット 1）
　本体キャビネット 1は、底板 15、側板 16、天板及び裏板から構成され、正面側には開口
部 11を有する筺体である。また、この本体キャビネット 1の高さ方向ほぼ中央には、水平
方向に中板 12が設けられている。そして、この中板 12の下面には、電源ユニット 4が設け
られ、また、底板 15の上面には、ホッパーユニット 5が固定されている。
【０１９２】
　ここで、電源ユニット 4は、中板 12の下面に、取り付け板等を介して取り付けられてい
る。また、この電源ユニット 4には、電源装置が内装されているとともに、遊技店側が種
々の設定を行うための店操作部 100が設けられている。
　また、ホッパーユニット 5は、投入されたメダルを貯留しておくとともに、入賞により
メダルを払い出すためのものである。
【０１９３】
　また、電源ユニット 4及びホッパーユニット 5は、交換ユニット 2の交換に際して、必ず
しも交換する必要がないため、本体キャビネット 1に固定したままにすることができるよ
うになっている。
　また、側板 16の正面左側の下部には、下扉 40を係合させ、回転自在に支持するための係
合部 6としての本体係合部 62が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
【０１９４】
　更に、本体係合部 62の対向側の側板 16には、下扉 40を閉めた際、下扉 40をロックするた
めのロック機構 7としての突出片 90が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
　（交換ユニット 2）
　交換ユニット 2は、種々の部品を設置あるいは固定するための支持体としての枠体 21と
、この支持体としての枠体 21に固定されたリールユニット 22と、基板ユニット 24とから構
成されている。
【０１９５】
　ここで、リールユニット 22は、周囲に複数の図柄を表示した複数の回転リール 23と、特
に図示しないが、回転リール 23を回転させるための駆動モータとを有している。
　また、基板ユニット 24には、遊技及びスロットマシンの作動を制御するための主基板と
、各種演出を行うための副基板とが含まれている。
【０１９６】
　また、枠体 21の正面左側の縦枠には、上扉 30を回転自在に係合するための係合部 6とし
ての枠体係合部 60が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
　更に、枠体係合部 60の対向側の縦枠には、上扉 30を閉めた際、上扉 30をロックするため
のロック機構 7としての突出片 90が、上下方向に間隔をおいて二つ設けられている。
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【０１９７】
　そして、交換ユニット 2は、本体キャビネット 1の中板 12の上に載置され、開口上部 13内
部に収納される。そして、この交換ユニット 2は、固定装置 10により、本体キャビネット 1
に固着される。
　（前扉 3）
　前扉 3は、本体キャビネット 1の開口部 11を開塞自在に塞ぐためのものでありる。この前
扉 3を閉めると、分離型スロットマシンの正面構造となる。また、この前扉 3は、本体キャ
ビネット 1の開口部 11のうち上側部分（開口上部 13）を開閉自在に塞ぐ上扉 30と、本体キ
ャビネット 1の開口部 11のうち下側部分（開口下部 14）を開閉自在に塞ぐ下扉 40とから構
成されている。
【０１９８】
　（上扉 30）
　上扉 30は、本体キャビネット 1の開口上部 13を開閉自在に塞ぐためのものである。この
上扉 30は、板状の扉であり、交換ユニット 2の枠体 21に回転自在かつロック可能に形成さ
れている。また、この上扉 30のほぼ中央部には、前記回転リール 23の図柄を正面側から見
ることができる図柄表示窓 31が設けられ、また、この上扉 30の周囲には、飾り部 33が設け
られ、また、この上扉 30の正面下部には、種々の表示を行うための表示装置 32が設けられ
ている。
【０１９９】
　ここで、飾り部 33は、ランプ等により形成してもよく、また、入賞の報知その他の演出
時にランプが点滅するようにしてもよい。
　また、表示装置 32は、７セグメントＬＥＤ等により数字を表示するものや、特に図示し
ないが、例えば、画像を表示するための液晶画面あるいはＣＲＴなどとしてもよい。
【０２００】
　また、図３６に示すように、上扉 30の裏面には、枠体係合 60部に係合可能な係合部 6と
しての上扉係合部 61が上下方向に間隔をおいて二つ設けられており、また、上扉係合部 61
の対向側には、ロック機構 7が設けられている。
　また、図３５乃至図３７に示すように、上扉 30の下扉 40側端部には、下扉 40の上扉 30側
端部の裏面にまで達する隠し部 34が設けられている。
【０２０１】
　また、上扉 30は、主にプラスチックによって形成されているとともに、隠し部 34は、金
属によって形成されている。そして、隠し部 34の上扉 30への固定は、ビス及び接着剤等を
用いて行われている。
　（下扉 40）
　下扉 40は、本体キャビネット 1の開口下部 14を開閉自在に塞ぐためのものである。この
下扉 40は、上扉 30よりも幅厚の扉であり、本体キャビネット 1の側板 16に回転自在かつロ
ック可能に形成されている。また、この下扉 40の上面は、閉扉時には、上扉 30よりも前側
に突出するように形成されている。また、この下扉 40の上部には、スロットマシンを作動
させるための操作部 41が設けられ、また、この下扉 40のほぼ中央部には、遊技内容その他
の表示をするための前パネル 50が嵌め込まれ、また、この下扉 40の下部には、払い出され
たメダルを溜めておくためのメダル受け 43が形成されている。
【０２０２】
　また、操作部 41としては、下扉 40の上面右側には、メダル投入口 42が設けられ、また、
下扉 40の上面左側には、ベットスイッチが設けられ、また、下扉 40の正面上部には、スタ
ートスイッチ、ストップスイッチ及び鍵穴 44が設けられている。
　なお、ベットスイッチとは、貯留メダルをメダル投入に代えるためのものであり、また
、スタートスイッチとは、回転リール 23の回転を開始させるためのものであり、また、ス
トップスイッチとは、回転リール 23の回転を停止させるためのものである。
【０２０３】
　また、鍵穴 44は、前扉 3を解錠するためのものである。すなわち、この穴に所定の鍵を
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差し込んで回すと、下扉 40のロックが解除されるのである。
　更に、図３６に示すように、下扉 40の裏面には、前記メダル投入口 42から投入されたメ
ダルを誘導しながらメダルの正偽を判断するためのメダルセレクター 48が設けられている
。また、下扉 40の裏面下部の左右には、種々の音声を出力するためのスピーカ 49が設けら
れている。
【０２０４】
　また、下扉 40の裏面には、本体係合部 62と係合可能な係合部 6としての下扉係合部 63が
上下方向に間隔をおいて二つ設けられており、下扉係合部 63の対向側には、ロック機構 7
が設けられている。
　（交換ユニット 2等の交換）
　次に、本実施の形態に係る分離型スロットマシン Sにおける、交換ユニット 2等の交換に
ついて簡単に説明する。
【０２０５】
　第一に、本実施の形態に係る分離型スロットマシン Sは、交換ユニット 2のみを取り替え
ることができる。すなわち、下扉 40を解錠してから上扉 30のロックを解除し、その後、枠
体 21から上扉 30を取り外す。その後、固定装置 10を外し、本体キャビネット 1から交換ユ
ニット 2を取り出す。そして、新たな交換ユニット 2を本体キャビネット 1に取り付け、先
ほど外した上扉 30を、新たな交換ユニット 2の枠体 21に取り付ける。このような交換によ
れば、スロットマシンの外観をいっさい変えることなく、遊技内容を変更することができ
る。
【０２０６】
　第二に、本実施の形態に係る分離型スロットマシン Sは、上扉 30及び交換ユニット 2の二
点のみを取り替えることができる。すなわち、上記した第一の手順において、新たな交換
ユニット 2を本体キャビネット 1に取り付けた後、新たな交換ユニット 2の枠体 21に、新た
な上扉 30を取り付ける。このとき、交換ユニット 2と上扉 30とが一体的に形成されていれ
ば、作業効率がなおよい。このような交換によれば、遊技の変更に伴い、回転リール 23の
数が変わったり、表示装置 32を変更しても、上扉 30のデザインを同時に変えることができ
る。
【０２０７】
　第三に、本実施の形態に係る分離型スロットマシン Sは、上扉 30、交換ユニット 2及び前
パネル 50の三点のみを取り替えることができる。すなわち、上記した第二の手順に加え、
下扉 40から前パネル 50を取り外し、そこに新たな前パネル 50を取り付ける。このような交
換によれば、前扉 30のデザインが変わることにより、最低限のパーツ交換で、あたかも全
く異なるスロットマシンをホールに配置したような効果が得られる。
【０２０８】
　以上説明したように、本実施の形態に係る分離型スロットマシン Sは、前扉 3を上下に二
分割して、上扉 30と下扉 40とによって構成することにより、交換ユニット 2の交換を容易
にするとともに、上扉 30の下扉 40側端部に、下扉 40の上扉 30側端部の裏面にまで達する隠
し部 34を設けることにより、上扉 40と下扉 30との間の隙間をクランク状にし、これにより
、上扉 30と下扉 40との間の隙間からドライバー等の工具等を挿入されにくくして、主基板
等にいたずら等をされにくくしているのである。
【０２０９】
　更に、本実施の形態に係る分離型スロットマシン Sは、隠し部 34を金属によって形成す
ることにより、隠し部 34を変形しにくくし、これにより、上扉 30と下扉 40との間の隙間か
らドライバー等の工具等をより一層挿入されにくくして、主基板等にいたずら等をより一
層されにくくしているのである。
　なお、本実施の形態では、上扉 30は、主にプラスチックによって形成されるとともに、
隠し部 34は、金属によって形成されるとした。また、隠し部 34の上扉 30への固定は、ビス
及び接着剤等を用いて行われるとした。すなわち、上扉 30と隠し部 34とは別個に形成され
るものとした。
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【０２１０】
　ただ、図３８に示すように、上扉 30と隠し部 34とは一体的に形成することもできる。具
体的には、例えば、金属材料を用いて、プレス加工等により、上扉 30と隠し部 34とを一体
的に形成することができる。また、例えば、プラスチック材料を用いて、射出成形等によ
り、上扉 30と隠し部 34とを一体的に形成することもできる。
【０２１１】
　そして、上扉 30と隠し部 34とを一体的に形成することにより、分離型スロットマシンの
製造工程を減らすことができ、また、隠し部 34が上扉 30から外れないようにすることもで
きる。また、隠し部 34が上扉 30から外れなければ、上扉 30と下扉 40との間の隙間からドラ
イバー等の工具等をより一層挿入されにくくすることができ、これによっても、主基板等
にいたずら等をより一層されにくくすることができるのである。
【０２１２】
　また、本実施の形態では、隠し部 34を設けていることにより、下扉 40を閉じた状態にお
いて、上扉 30のみを開けようとしても、隠し部 34が下扉 40の上扉側端部の裏面に当たって
、上扉 30のみを開けることはできない。これにより、基板ユニット 24等を有する本体キャ
ビネット 1の上部を、よりいっそう保護することができる。
【０２１３】
　（本発明の実施の形態）
　（図面の説明）
　図３９及び図４０は、本発明の実施の形態を示すものであって、分離型スロットマシン
を示す分解斜視図である。
　本実施の形態は、本体キャビネット 1の高さ方向ほぼ中央に、水平方向に載置枠 17を設
けたものである。なお、その他の構成は、第一の参考発明の実施の形態乃至第六の参考発
明の実施の形態のうちのいずれか一つ、あるいはそのうちの複数の形態の組み合わせと同
様のものとすることができるので、説明は省略する。
【０２１４】
　（載置枠 17）
　前記載置枠 17は、本体キャビネット 1の高さ方向ほぼ中央に、水平方向に設けられた方
形の枠体であり、この上に交換ユニット２を載置することができるようになっている。
　すなわち、本体キャビネット 1の内側に向かって四方向から張り出す載置部を有してい
て、この載置部の内寸は交換ユニット２の底面の寸法よりも小さく形成されている。
【０２１５】
　ここで、載置枠 17は、図３９に示すように、平板材を方形の枠状に組みあわせたもので
あるが、このような形状には限られない。例えば、図４０に示すように、断面Ｌ字型のア
ングル材を方形に組み合わせて溶着したものや、特に図示しないが、角鋼管を方形に組み
合わせて溶着してもよい。あるいは、鋼板を打ち抜いて枠状に形成したものでもよい。
【０２１６】
　このように、載置枠 17を設けることにより、交換ユニット２を乗せるだけで容易に本体
キャビネット 1の開口上部 13内に収納することができる。
　なお、本実施の形態においては、図４０に示すように、電源ユニット４を、本体キャビ
ネット 1の底板 15に固定するようにしてもよい。
　以上、本発明の実施の形態及び参考発明の実施の形態について述べてきたが、分離型ス
ロットマシン (S)としては、上記したすべての実施の形態に記載した構成を備えているも
のであってもよく、上記実施の形態のうち、いずれかの実施の形態に記載した構成を備え
ているものであってもよい。さらには、上記実施の形態のうち、いずれかの実施の形態に
記載した構成を複数組み合わせて有しているものであってもよい。
【０２１７】
【発明の効果】
　本発明は、以上のように構成されているので、以下に記載されるような効果を奏する。
　すなわち、本発明によれば、分離型スロットマシンのうち遊技を担当する部分のみを交
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換可能とし、交換の必要のない部分はそのまま残しておくことができる。従って、省資源
、リサイクルに貢献でき、一部交換で済むことから交換作業の効率がよく機能的であると
ともに、交換費用がかからず経済性にも優れた分離型スロットマシンを提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第一の参考発明の実施の形態であって、分離型スロットマシンの分解
斜視図である。
【図２】　本発明の第一の参考発明の実施の形態であって、分離型スロットマシンの、本
体から前扉３を外した分解斜視図である。
【図３】　本発明の第一の参考発明の実施の形態であって、上扉と交換ユニットの係合部
部分の詳細を示す斜視図である。
【図４】　本発明の第一の参考発明の実施の形態であって、上扉と交換ユニットの係合部
部分の詳細を示す斜視図である。
【図５】　本発明の第一の参考発明の実施の形態であって、ロック機構の概略を示す断面
図である。
【図６】　本発明の第一の参考発明の実施の形態であって、前パネルの下扉への取り付け
を示す斜視図である。
【図７】　本発明の第一の参考発明の実施の形態であって、前パネルの取り付け状態を示
す断面図である。
【図８】　本発明の第一の参考発明の実施の形態であって、分離型スロットマシンの他の
例を示す斜視図である。
【図９】　本発明の第二の参考発明の実施の形態であって、分離型スロットマシンの分解
斜視図である。
【図１０】　本発明の第二の参考発明の実施の形態であって、分離型スロットマシンの本
体から前扉を外した分解斜視図である。
【図１１】　本発明の第二の参考発明の実施の形態であって、開口孔部とガイド突起部と
を示す概略斜視図である。
【図１２】　本発明の第二の参考発明の実施の形態であって、側面ロック手段の固定装置
を示す外観斜視図である。
【図１３】　本発明の第二の参考発明の実施の形態であって、側面ロック手段を示す概略
平面図である。
【図１４】　本発明の第二の参考発明の実施の形態であって、底面ロック手段を示す概略
斜視図である。
【図１５】　本発明の第二の参考発明の実施の形態であって、底面ロック手段を示す概略
正面図である。
【図１６】　本発明の第二の参考発明の実施の形態であって、底面ロック手段を示す概略
平面図である。
【図１７】　本発明の第三の参考発明の実施の形態であって、分離型スロットマシンの分
解斜視図である。
【図１８】　本発明の第三の参考発明の実施の形態であって、分離型スロットマシンの本
体から前扉を外した分解斜視図である。
【図１９】　本発明の第三の参考発明の実施の形態であって、上扉と交換ユニットとの係
合部分の概略斜視図を示す概略斜視図である。
【図２０】　本発明の第三の参考発明の実施の形態であって、上扉用ローラー及び上扉用
ローラーガイドの取付状態の概略側面図である。
【図２１】　本発明の第三の参考発明の実施の形態であって、下扉用ローラー及び下扉用
ローラーガイドの取付状態の概略側面図である。
【図２２】　本発明の第三の参考発明の実施の形態であって、上扉用ローラー及び上扉用
ローラーガイドの取付状態の他の例を示す概略側面図である。
【図２３】　本発明の第三の参考発明の実施の形態であって、上扉用ローラー及び上扉用
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ローラーガイドの取付状態の他の例を示す概略側面図である。
【図２４】　本発明の第四の参考発明の実施の形態であって、分離型スロットマシンの分
解斜視図である。
【図２５】　本発明の第四の参考発明の実施の形態であって、分離型スロットマシンの、
本体から前扉３を外した分解斜視図である。
【図２６】　本発明の第四の参考発明の実施の形態であって、上扉 30のロック機構７の概
略を示す断面図である。
【図２７】　本発明の第四の参考発明の実施の形態であって、下扉 40のロック機構７の概
略を示す断面図である。
【図２８】　本発明の第四の参考発明の実施の形態であって、分離型スロットマシンの外
観正面図である。
【図２９】　本発明の第四の参考発明の実施の形態であって、コンピュータによるロック
管理システムの概略を示す図である。
【図３０】　本発明の第五の参考発明の実施の形態であって、分離型スロットマシンの分
解斜視図である。
【図３１】　本発明の第五の参考発明の実施の形態であって、分離型スロットマシンの、
本体から前扉３を外した分解斜視図である。
【図３２】　本発明の第五の参考発明の実施の形態であって、電源ユニットの取り付けを
示す図である。
【図３３】　本発明の第五の参考発明の実施の形態であって、電源ユニットの取り付けを
示す図である。
【図３４】　本発明の第五の参考発明の実施の形態であって、前扉を外した分離型スロッ
トマシンの他の例を示す斜視図である。
【図３５】　本発明の第六の参考発明の実施の形態に係る分離型スロットマシンの分解斜
視図である。
【図３６】　本発明の第六の参考発明の実施の形態に係る分離型スロットマシンの分解斜
視図である。
【図３７】　本発明の第六の参考発明の実施の形態に係る分離型スロットマシンの上扉及
び下扉の要部を示す側面断面図である。
【図３８】　本発明の第六の参考発明の実施の形態に係る分離型スロットマシンの、上扉
及び下扉の要部についての他の例を示す側面断面図である。
【図３９】　本発明の実施の形態に係る分離型スロットマシンの分解斜視図である。
【図４０】　本発明の実施の形態に係る分離型スロットマシンの他の例を示す分解斜視図
である。
【符号の説明】
　Ｓ　分離型スロットマシン　　　　　　１　本体キャビネット
　２　交換ユニット　　　　　　　　　　３　前扉
　４　電源ユニット　　　　　　　　　　５　ホッパーユニット
　６　係合部　　　　　　　　　　　　　７　ロック機構
　８　電源装置　　　　　　　　　　　　９　操作装置
　 10　固定装置　　　　　　　　　　　　 11　開口部
　 12　中板　　　　　　　　　　　　　　 13　開口上部
　 14　開口下部　　　　　　　　　　　　 15　底板
　 16　側板　　　　　　　　　　　　　　 17　載置枠
　 21　支持体としての枠体　　　　　　　 22　リールユニット
　 23　回転リール　　　　　　　　　　　 24　基板ユニット
　 25　主基板
　 30　上扉　　　　　　　　　　　　　　 31　表示窓
　 32　表示装置　　　　　　　　　　　　 33　飾り部
　 34　隠し部
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　 40　下扉　　　　　　　　　　　　　　 41　操作部
　 42　メダル投入口　　　　　　　　　　 43　メダル受け
　 44　鍵穴　　　　　　　　　　　　　　 45　解錠用シャフト
　 45a 解錠用カム
　 46　上枠　　　　　　　　　　　　　　 47　下枠
　 46a 孔　　　　　　　　　　　　　　　 47a 切欠部
　 48　メダルセレクター　　　　　　　　 49　スピーカ
　 50　前パネル　　　　　　　　　　　　 51　凸部
　 52　鉤部
　 60　枠体係合部　　　　　　　　　　　 61　上扉係合部
　 62　本体係合部　　　　　　　　　　　 63　下扉係合部
　 65　張り出し部　　　　　　　　　　　 66　張り出し部
　 67　ピン　　　　　　　　　　　　　　 68　ピン穴
　 70　固定部　　　　　　　　　　　　　 71　ストッパー
　 72　ばね　　　　　　　　　　　　　　 73　ピン
　 80　可動部　　　　　　　　　　　　　 81　係止片
　 81a 斜辺　　　　　　　　　　　　　　 81b 溝部
　 82　解除つまみ　　　　　　　　　　　 83　段部
　 84　突出片　　　　　　　　　　　　　 85　開口部
　 90　突出片
　 100 店操作部　　　　　　　　　　　　 101 開口孔部
　 102 ガイド突起部　　　　　　　　　　 103 前方開口孔部
　 104 後方開口孔部　　　　　　　　　　 105 前方ガイド突起部
　 106 後方ガイド突起部　　　　　　　　 107 後方位置決め板
　 108 前方位置決め板　　　　　　　　　 109 切り欠き部
　 120 ロック手段　　　　　　　　　　　 121 側面ロック手段
　 122 底面ロック手段　　　　　　　　　 130 フック部
　 131 先端側ピン　　　　　　　　　　　 132 摺動レバー
　 133 ピン連結部　　　　　　　　　　　 134 スライド棒
　 135 ばね　　　　　　　　　　　　　　 136 回転軸
　 137 スライド溝　　　　　　　　　　　 138 基端側ピン
　 139 ピン移動体　　　　　　　　　　　 141 Ｌ字状突片
　 142 スライド板　　　　　　　　　　　 143 コ字状部
　 144 固定レバー　　　　　　　　　　　 145 固定レバー回転軸
　 146 突状部　　　　　　　　　　　　　 147 開口四角孔
　 148 スライド板支持部材　　　　　　　 149 突状部案内溝
　 150 支持部材　　　　　　　　　　　　 151 板材
　 152 取り付けレール
　 160 凸部　　　　　　　　　　　　　　 161 取り付け突起
　 200 電源スイッチ
　 210 ローラー
　 211 上扉用ローラー　　　　　　　　　 212 下扉用ローラー
　 220 ローラーガイド　　　　　　　　　 221 上扉用ローラーガイド
　 222 下扉用ローラーガイド　　　　　　 223 折り曲げ部
　 230 設定変更スイッチ
　 400 開口部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

(38) JP 3761823 B2 2006.3.29



【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

(43) JP 3761823 B2 2006.3.29



【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】

(44) JP 3761823 B2 2006.3.29



【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】 【 図 ３ ２ 】
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【 図 ３ ３ 】 【 図 ３ ４ 】

【 図 ３ ５ 】 【 図 ３ ６ 】
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【 図 ３ ７ 】

【 図 ３ ８ 】

【 図 ３ ９ 】

【 図 ４ ０ 】
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